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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 48 条 制御室」に

関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、

補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。

２．本資料の構成

 「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而）

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而）

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而）

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に

示す。

2



別紙 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月13日　Ｒ１

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/6 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/13 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 9/6 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

制御室（ＳＡ）00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（制御室）】

別紙
備考

(1/1) 4



令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（1 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第四十八条 

第二十三条第一項の規定によ

り設置される制御室には、重

大事故が発生した場合におい

ても運転員がとどまるために

必要な設備が設けられていな

ければならない。制①～⑨ 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造

(７) その他の主要な構造

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

重大事故等が発生した場合において，

実施組織要員のマスクの着用及び交代要

員体制を考慮しなくとも，制御室にとど

まる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施

設から中央制御室に移動する要員の実効

線量が７日間で100ｍＳｖを超えず，当

該重大事故等に対処するために適切な措

置が講じられるよう，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性を確

保するための重大事故等対処施設を設け

る設計とする。□1  

 

6.2.5 制 御 室 

6.2.5.1 概 要 

各重大事故が発生した場合において，

制御室にて必要な操作及び措置を行う実

施組織要員がとどまるために必要な重大

事故等対処施設を配備又は位置付ける。

◇1

制御室の居住性を確保するため，制御

室遮蔽設備並びに制御室換気設備の制御

建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設

重大事故等対処設備として位置付けると

ともに，制御室換気設備の代替制御建屋

中央制御室換気設備，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，制御室

照明設備，制御室環境測定設備及び制御

室放射線計測設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。◇1  

制御室への汚染の持ち込みを防止する

ため，制御室に連絡する通路上に作業服

の着替え，防護具の着装及び脱装，汚染

検査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける。

◇1

重大事故等が発生した場合において，

制御室にて「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録するため，計測制御

装置を設ける。◇1  

計測制御装置は，監視制御盤及び安全

系監視制御盤を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。情報把握計装設備

は，常設重大事故等対処設備として設置

するとともに、可搬型重大事故等対処設

備として配備する。◇1  

6.2.5.2 設計方針 

制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち，最も厳しい

結果を与える事象の発生時において，実

施組織要員のマスクの着用及び交代要員

体制を考慮せず，中央制御室は代替制御

建屋中央制御室換気設備，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代

替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実施

している状況下において評価し，制御室

にとどまり必要な操作及び措置を行う実

施組織要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。◇1  

計測制御系統施設 

(1) 中央制御室機能

中央制御室は以下の機能を有する。

中央制御室は耐震性を有する原子炉建屋

付属棟内に設置し，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して機能を喪失しない設計

とするとともに，発電用原子炉の反応度

制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備，非常用炉心冷却設備その他の非常時

に発電用原子炉の安全を確保するための

設備を操作できる設計とする。 

発電用原子炉及び主要な関連設備の運

転状況（発電用原子炉の制御棒の動作状

態，発電用原子炉及び原子炉冷却系統に

係る主要なポンプの起動・停止状態，発

電用原子炉及び原子炉冷却系統に係る主

要な弁の開閉状態）の監視及び操作がで

きるとともに，発電用原子炉施設の安全

性を確保するために必要な操作を手動に

より行うことができる設計とする。 

a. 中央制御室制御盤等

中央制御室制御盤は，原子炉制御関

係，原子炉プラントプロセス計装関係，

原子炉緊急停止系関係，原子炉補助設備

関係，タービン発電機関係，所内電気回

路関係等の計測制御装置を設けた中央監

視操作盤及び中央制御室内裏側直立盤で

構成し，設計基準対象施設の健全性を確

認するために必要なパラメータ（炉心の

中性子束，制御棒位置，原子炉冷却材の

圧力，温度及び流量，原子炉水位，原子

炉格納容器内の圧力及び温度等）を監視

できるとともに，全てのプラント運転状

態において，運転員に過度な負担となら

ないよう，中央制御室制御盤において監

視，操作する対象を定め，通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応に必要な操作器，指示計，記録計

及び警報装置（計測制御系統施設，放射

性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施設

の警報装置を含む。）を有する設計とす

る。 

なお，安全保護装置及びそれにより駆

動又は制御される機器については，バイ

パス状態，使用不能状態について表示す

ること等により運転員が的確に認知でき

る設計とする。 

また，運転員の監視及び操作を支援す

るための装置及びプラント状態の把握を

支援する装置としてＣＲＴ等を有する設

計とする。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の制御盤等は DB/SA 兼

用設備であり、基本方針は DB 側

で整理するため。 

＜不一致への手当＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理す

る。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の誤操作防止について

は、DB 時より考慮する事項であ

り、基本方針は DB 側で整理する

ため。 

＜不一致への手当＞ 

第 16 条（安全機能を有する施

設）、第 23 条（制御室等）にて

整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の制御室機能は DB/SA

兼用であり、基本方針を DB 側で

整理するため。 

＜不一致への手当＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理す

る。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ)
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＤＢ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由 ：許可からの変更点等 

：他条文から展開した記載 

【凡例】 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（2 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
実施組織要員が，制御室にとどまるた

めに必要な居住性を確保するための設備

は，制御室換気設備，制御室照明設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。◇1  

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室にて「6.2.1 計装設備」の

重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設計と

する。◇1  

重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視並びに記録できる設備

として計測制御装置を設ける設計とす

る。◇1  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る設計とする。◇1  

監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

内的事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない重

大事故等が発生した場合において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録するための設備と

して，常設重大事故等対処設備に位置付

ける。◇1  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録する設備として，可搬型

重大事故等対処設備として配備し，常設

重大事故等対処設備として設置する。◇1  

情報把握計装設備は，制御室及び緊急

時対策所に同様の情報を伝送し，記録す

ることにより，故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる共通要因

に対して，同時に必要な情報の把握及び

記録機能が損なわれない設計とする。◇1  

情報把握計装設備の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。◇2  

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

非常用炉心冷却設備その他の非常時に

発電用原子炉の安全を確保するための設

備を運転中に試験する場合に使用する電

動弁用電動機の熱的過負荷保護装置は，

使用状態を運転員が的確に識別できるよ

う表示装置を設ける設計とする。 

緊急時対策所との連絡及び連携の機能

に係る情報伝達の不備や誤判断が生じな

いよう，緊急時対策に必要な情報につい

て運転員を介さずとも確認できる設計と

する。 

設計基準対象施設は，プラントの安全

上重要な機能に支障をきたすおそれがあ

る機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配

置，中央監視操作の盤面配置，理解しや

すい表示方法により発電用原子炉施設の

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計

とするとともに施錠管理を行い，運転員

の誤操作を防止する設計とする。また，

保守点検において誤りが生じにくいよう

留意した設計とする。 

中央制御室制御盤は，盤面器具（指示

計，記録計，操作器具，表示装置，警報

表示）を系統毎にグループ化して中央監

視操作盤に集約し，操作器具の統一化

（色，形状，大きさ等の視覚的要素での

識別），操作器具の操作方法に統一性を

持たせること等により，通常運転，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

において運転員の誤操作を防止するとと

もに，容易に操作ができる設計とする。 

当該操作が必要となる理由となった事

象が有意な可能性をもって同時にもたら

される環境条件及び発電用原子炉施設で

有意な可能性をもって同時にもたらされ

る環境条件（地震，内部火災，内部溢

水，外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結によ

る操作雰囲気の悪化）を想定しても，運

転員が運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対応するための設備を中央制

御室において操作に必要な照明の確保等

により容易に操作することができる設計

とするとともに，現場操作についても運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

時に操作が必要な箇所は環境条件を想定

し，適切な対応を行うことにより容易に

操作することができる設計とする。 

b. 外部状況把握

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の誤操作防止について

は、DB 時より考慮する事項であ

り、基本方針は DB 側で整理するた

め。 

＜不一致への手当＞ 

第 16 条（安全機能を有する施

設）、第 23 条（制御室等）にて整

理する。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（3 / 50） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した設計とする。◇1  

 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ａ．多様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保により機

能を維持する設計とする。また，必要に

応じて関連する工程を停止する等の手順

を整備する。◇2  

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「9.2.2.3 主要設備及び仕様」の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電

機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機から電力を給電するこ

とで，電気設備の設計基準対象の施設か

らの給電で動作する計測制御装置の監視

制御盤及び安全系監視制御盤に対して多

様性を有する設計とする。◇2  

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

発電用原子炉施設の外部の状況を把握

するため，津波・構内監視カメラ（浸水

防護施設の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，

風速その他の気象条件を測定する気象観

測設備（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。））等を設置し，津波・構内監

視カメラの映像，気象観測設備等のパラ

メータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等を把握できる設計とす

る。 

津波・構内監視カメラは暗視機能等を

持ち，中央制御室にて遠隔操作すること

により，発電所構内の周辺状況（海側及

び陸側）を昼夜にわたり把握できる設計

とする。なお，津波・構内監視カメラ

は，地震荷重等を考慮し必要な強度を有

する設計とするとともに，所内常設直流

電源設備から給電できる設計とする。 

c. 居住性の確保 

中央制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が中央制御室

に出入りするための区域は，原子炉冷却

系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障その他の異常が発生した場合に，中

央制御室の気密性，遮蔽その他適切な放

射線防護措置，気体状の放射性物質並び

に火災等により発生する燃焼ガス，ばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換

気設備の隔離その他の適切な防護措置を

講じることにより，発電用原子炉の運転

の停止その他の発電用原子炉施設の安全

性を確保するための措置をとるための機

能を有するとともに連絡する通路及び出

入りするための区域は従事者が支障なく

中央制御室に入ることができるよう，多

重性を有する設計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても，可搬型照明（ＳＡ），中央制御

室換気系空気調和機ファン，中央制御室

換気系フィルタ系ファン，中央制御室換

気系フィルタユニット，中央制御室待避

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の外部状況把握につ

いては DB設備であるため。 

＜不一致への手当＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理す

る。 

制御①（P14 へ） 

制御②（P13 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の制御室へのアクセ

ス性については DB 時の基本方針

で整理するため。 

＜不一致への手当＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理す

る。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（4 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m 以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図

る。◇2  

２）制御室換気設備

（ａ）常設重大事故等対処設備

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，地震等により機能

が損なわれる場合，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能

の確保により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を

停止する等の手順を整備する。◇1  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

室空気ボンベ，中央制御室遮蔽，中央制

御室遮蔽（待避室），中央制御室待避室

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計により，中央制御室内にとどまり必要

な操作ができる設計とする。 

また，原子炉建屋ガス処理系及びブロ

ーアウトパネル閉止装置により，原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性

物質の濃度を低減させることで，運転員

の被ばくを低減できる設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

放射線管理施設の中央制御室待避室差

圧計により，中央制御室待避室と中央制

御室との間が正圧化に必要な差圧が確保

できていることを把握できる設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生した場合に，

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再

循環系排風機及び非常用ガス処理系排風

機により原子炉建屋原子炉棟を負圧に維

持するとともに，原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟に漏えいした放射性物

質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒

から排気し，原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減さ

せることで，中央制御室にとどまる運転

員を過度の被ばくから防護する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は、制御建屋（制御室）

内の加圧による放射性物質の流入

防止措置をとらない方針であるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備の設

計方針のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備の設

計方針のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備の設

計方針のため。 

換気①（P24 へ） 

照明①（P31 へ） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（5 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。◇1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。◇1  

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機が設置

される建屋から100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，制御建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制御建屋内に保管する場合は

中央制御室送風機が設置される場所と異

なる場所に保管することで位置的分散を

図る。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機が設置される

建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建

屋ガス処理系を起動する際に，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルを閉止する必

要がある場合には，中央制御室から原子

炉格納施設のブローアウトパネル閉止装

置を操作し，容易かつ確実に開口部を閉

止できる設計とする。また，ブローアウ

トパネル閉止装置は現場においても，人

力により操作できる設計とする。

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度

計（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素

濃度計（個数 1（予備 1））を中央制御

室内に保管する設計とする。 

重大事故等時に，中央制御室内及び中

央制御室待避室内での操作並びに身体サ

ーベイ，作業服の着替え等に必要な照度

の確保は，可搬型照明（ＳＡ）（個数 7

（予備 2））によりできる設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても中央制御室に運転員がとどまるた

め，以下の設備を設置又は保管する。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，緊急時対策所と通信連絡を行うた

め，必要な数量の衛星電話設備（可搬

型）（待避室）を保管する設計とする。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，中央制御室待避室の外に出ることな

く発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うため，必要な数量のデータ表

示装置（待避室）を設置する設計とす

る。 

衛星電話設備（可搬型）（待避室）及

びデータ表示装置（待避室）は，全交流

動力電源喪失時においても常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

d. 通信連絡

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常の際に，

中央制御室等から人が立ち入る可能性の

ある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋

内外各所の人に操作，作業，退避の指

示，事故対策のための集合等の連絡をブ

ザー鳴動，音声等により行うことができ

るものとする。 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内外の通信連絡をする必要のある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の通信連絡設備の基本

方針は、SA 制御室における整理対

象ではないため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 51 条（通信連絡を行うための設

備）にて整理する。 

環境①（P38 へ） 

照明②（P34 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備の設

計方針のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の通信連絡設備の基本

方針は、SA 制御室における整理対

象ではないため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 51 条（通信連絡を行うための設

備）にて整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、可搬型情報表示

装置は制御室に設置する方針である

ため。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（6 / 50） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内に保管する場合は制御室

送風機が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。◇1  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵されている蓄電池から電力を供給

することで，中央制御室照明設備の運転

保安灯及び直流非常灯に対して多様性を

有する設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵されてい

る蓄電池から電力を供給することで，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に対して多様性を有する設計とする。

◇1  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

場所と通信連絡を行うことができるもの

とする。 

 

放射線管理施設 

第 2 章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等 

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置 

中央制御室は，原子炉冷却材喪失等の

設計基準事故時に，中央制御室内にとど

まり必要な操作及び措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けないよう施設し，運

転員の勤務形態を考慮し，事故後 30 日

間において，運転員が中央制御室に入

り，とどまっても，中央制御室遮蔽を透

過する放射線による線量，中央制御室に

侵入した外気による線量及び入退域時の

線量が，中央制御室の気密性並びに中央

制御室換気系，中央制御室遮蔽及び二次

遮蔽の機能とあいまって，「原子力発電

所中央制御室の居住性に係る被ばく評価

手法について（内規）」に基づく被ばく

評価により，「核原料物質又は核燃料物

質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」に示さ

れる 100 mSv を下回る設計とする。ま

た，運転員その他の従事者が中央制御室

にとどまるため，気体状の放射性物質及

び中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対する換気設備の隔離その他の適

切に防護するための設備を設ける設計と

する。 

運転員の被ばくの観点から結果が最も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた

めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が 7 日間で 100 mSv を

超えない設計とする。炉心の著しい損傷

が発生した場合における居住性に係る被

ばく評価では，設計基準事故時の手法を

参考にするとともに，炉心の著しい損傷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御③（P13 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

DB 時の制御室の居住性に関する

基本方針であるため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の通信連絡設備の基

本方針は、SA 制御室における整理

対象ではないため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 51 条（通信連絡を行うための設

備）にて整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の制御室の居住性に

係る設計方針は、7 日間で 100mSv

を越えない設計であるため、許可整

合の観点から記載しない。 

11



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（7 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。◇1  

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，制御建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数個所に分散して保管し，位置的分散を

図る設計とする。制御建屋内に保管する

場合は中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を図

る。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯が設置される建屋から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

要数及び故障時バックアップを複数個所

に分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内に保管する場合は制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯が設置される場

所と異なる場所に保管することで位置的

分散を図る。◇1  

４）制御室環境測定設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数個所に

分散して保管し，位置的分散を図る設計

が発生した場合に放出される放射性物質

の種類，全交流動力電源喪失時の中央制

御室換気系の起動遅れ等，炉心の著しい

損傷が発生した場合の評価条件を適切に

考慮する。 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，計測制御

系統施設の酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を使用し，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住性を確保できる設計

とする。 

炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

中央制御室待避室差圧計（個数 1，計

測範囲 0～60 Pa）により，中央制御室

待避室と中央制御室との間が正圧化に必

要な差圧が確保できていることを把握で

きる設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，原子炉格納施設の原子炉建屋ガス

処理系及びブローアウトパネル閉止装置

により，原子炉格納容器から漏えいした

空気中の放射性物質の濃度を低減させる

ことで，運転員の被ばくを低減できる設

計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とし，身体サーベ

イの結果，運転員の汚染が確認された場

合は，運転員の除染を行うことができる

区画を，身体サーベイを行う区画に隣接

して設置する設計とする。

中央制御室内及び中央制御室待避室内

と身体サーベイ，作業服の着替え等を行

うための区画の照明は，計測制御系統施

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の制御室においては、

制御室内の加圧による放射性物質

の流入防止措置をとらない方針のた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備の設

計方針のため。 

環境②（P37 へ） 

制御④（P14 へ） 

照明③（P34 へ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（8 / 50） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，対処を行う建屋内にも保管す

ることで，必要数及び故障時バックアッ

プを複数個所に分散して保管し，位置的

分散を図る設計とする。◇1  

 

５）制御室放射線計測設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数個所に分散して保管し，位置的分散

を図る設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数個所に分散して保管

し，位置的分散を図る設計とする。◇1  

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18（１） 

ｂ．悪影響防止」に示す。 

 

１）計測制御装置 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇2  

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇2  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

設の可搬型照明（ＳＡ）を使用する。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において，放射線

障害を防止するため，発電所従業員に新

鮮な空気を送るとともに，空気中の放射

性物質の除去・低減が可能な換気設備を

設ける。 

換気設備は，放射性物質による汚染の

可能性からみて区域を分け，それぞれ別

系統とし，清浄区域に新鮮な空気を供給

して，汚染の可能性のある区域に向って

流れるようにし，排気は適切なフィルタ

を通して行う。また，各換気系統は，そ

の容量が区域及び部屋の必要な換気並び

に除熱を十分行える設計とする。 

放射性物質を内包する換気ダクトは，

溶接構造とし，耐圧試験に合格したもの

を使用することで，漏えいし難い構造と

する。また，ファン，逆流防止用ダンパ

等を設置し，逆流し難い構造とする。 

排出する空気を浄化するため，気体状

の放射性よう素を除去するよう素フィル

タ及び放射性微粒子を除去する微粒子フ

ィルタを設置する。 

これらのフィルタを内包するフィルタ

ユニットは，フィルタの取替が容易とな

るよう取替えに必要な空間を有するとと

もに，必要に応じて梯子等を設置し，取

替が容易な構造とする。 

吸気口は，放射性物質に汚染された空

気を吸入し難いように，主排気筒及び廃

棄物処理建屋排気筒から十分離れた位置

に設置する。 

2.2.1 中央制御室換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央

制御室換気系空気調和機ファン，中央制

御室換気系フィルタユニット，中央制御

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

常設の制御室換気設備は DB/SA

兼用設備であり、その基本方針は

DB にて整理するため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 23 条（制御室等）で整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

換気設備全般に係る基本方針であ

るため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 28 条（換気設備）で整理する。 

換気②（P24 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備の設

計方針のため。 

照明④（P32 へ） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（9 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，回転体が飛散することを

防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制⑤-25 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，回転体が飛散

することを防ぐことで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。制⑤-26 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，回転体が飛散す

ることを防ぐことで他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。制⑤-27 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。制

⑤-28

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，他の

設備から独立して単独で使用可能なこと

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇1  

３）制御室遮蔽設備

（ａ）常設重大事故等対処設備

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇1  

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇1  

(３) 個数及び容量

基本方針については，「1.7.18（２）

個数及び容量」に示す。◇1  

１）計測制御装置

（ａ）常設重大事故等対処設備

室換気系フィルタ系ファン等から構成す

る中央制御室換気空調設備により行う。 

中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対し，中央制御室換気系の外気取

入れを手動で遮断し，閉回路循環方式に

切り替えることが可能な設計とする。 

中央制御室換気系は，通常のラインの

他，高性能粒子フィルタ及びチャコール

フィルタを内蔵した中央制御室換気系フ

ィルタユニット並びに中央制御室換気系

フィルタ系ファンからなる非常用ライン

を設け，設計基準事故時及び重大事故等

時には，中央制御室換気系の給気隔離弁

及び排気隔離弁を閉とすることにより外

気との連絡口を遮断し，中央制御室換気

系フィルタユニットを通る閉回路循環方

式とし，放射性物質を含む外気が中央制

御室に直接流入することを防ぐことがで

き，運転員を放射線被ばくから防護する

設計とする。外部との遮断が長期にわた

り，室内の雰囲気が悪くなった場合に

は，外気を中央制御室換気系フィルタユ

ニットで浄化しながら取り入れることも

可能な設計とする。

中央制御室換気系は，地震時及び地震

後においても，中央制御室の気密性とあ

いまって，設計上の空気の流入率を維持

でき，「2.1 中央制御室及び緊急時対策

所の居住性を確保するための防護措置」

に示す居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン及び

中央制御室換気系フィルタユニットは，

設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す設計方針は適用しない。 

重要度が特に高い安全機能を有する系

統において，設計基準事故が発生した場

合に長期間にわたって機能が要求される

静的機器のうち，単一設計とする中央制

御室換気系のダクトの一部については，

当該設備に要求される原子炉制御室非常

用換気空調機能が喪失する単一故障のう

制⑤-25（P27 へ） 

制⑤-26（P27 へ） 

制⑤-27（P27 へ） 

制⑤-28（P27 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では閉回路循環方式は

DB 時の運転方式であるこため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 23 条（制御室等）で整理する。 

換気③（P23 へ） 

換気④（P23 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

常設の制御室換気設備は DB/SA

兼用設備であり、その基本方針は

DB にて整理するため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 23 条（制御室等）で整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では SA 時に常設設備

が故障した場合は、可搬型設備で

対処する設計であり、故障時の復

旧に関する基本方針は DB にて整

理するため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理する。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（10 / 50） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。◇2  

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14 系統以

上を有する設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。◇2  

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。◇2  

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

ち，想定される最も過酷な条件として，

ダクトの全周破断を想定しても，単一故

障による放射線物質の放出に伴う被ばく

の影響を最小限に抑えるよう，安全上支

障のない期間に単一故障を確実に除去又

は修復できる設計とし，その単一故障を

仮定しない。 

想定される単一故障の発生に伴う中央

制御室の運転員の被ばく量は保守的に単

一故障を除去又は修復ができない場合で

評価し，緊急作業時に係る線量限度を下

回ることを確認する。また，単一故障の

除去又は修復のための作業期間として想

定する 2 日間を考慮し，修復作業に係

る従事者の被ばく線量は緊急時作業に係

る線量限度に照らしても十分小さくする

設計とする。単一設計とする箇所の設計

に当たっては，想定される単一故障の除

去又は修復のためのアクセスが可能であ

り，かつ，補修作業が容易となる設計と

する。 

 

2.3 生体遮蔽装置等 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による発

電所周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するために必

要な生体遮蔽等を適切に設置すること及

び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界

までの距離とあいまって，発電所周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し，周辺監視区域外における線量限度

に比べ十分に下回る，空気カーマで年間

50 μGy を超えないような遮蔽設計とす

る。 

発電所内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所に

は，通常運転時の放射線業務従事者等の

被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬

の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」を満足できる遮

蔽設計とする。 

生体遮蔽は，主に一次遮蔽，二次遮

蔽，中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮

蔽から構成し，想定する通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び

地震後においても，発電所周辺の空間線

量率の低減及び放射線業務従事者等の放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では SA 時に常設設備

が故障した場合は、可搬型設備で対

処する設計であり、故障時の復旧に

関する基本方針は DB にて整理する

ため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 23 条（制御室等）にて整理する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

遮蔽設計に係る共通的な基本方針

であるため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 27 条（遮蔽）にて整理する。 

15



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（11 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。◇2  

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。◇2  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把

握計装設備の第１保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び情報把握計装設備可

搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同

時に対処することを考慮し，対処に必要

となるデータの伝送，記録容量及び個数

を確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。◇2  

情報把握計装設備の可搬型情報収集装

置，可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機の個数を第6.2.5－

１表に示す。◇2  

２）制御室換気設備

（ａ）常設重大事故等対処設備

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

有する設計とする。◇1  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

射線障害防止のために，遮蔽性を維持す

る設計とする。生体遮蔽に開口部又は配

管その他の貫通部があるものにあって

は，必要に応じて次の放射線漏えい防止

措置を講じた設計とするとともに，自

重，附加荷重及び熱応力に耐える設計と

する。 

・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

止まり部，高所等）への開口部設置

・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブ

と配管との間隙への遮蔽材の充てん

等）

・線源機器と貫通孔との位置関係によ

り，貫通孔から線源機器が直視でき

ない措置

遮蔽設計は，実効線量が 1.3 mSv/3 

月間を超えるおそれがある区域を管理区

域としたうえで，日本電気協会「原子力

発電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ

４６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に

基づく設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出

経路に設置される隔離弁に設ける遠隔人

力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原

子炉棟外とし，第二弁及び第二弁バイパ

ス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要

な要員を収容可能な遮蔽体（第二弁操作

室遮蔽）に囲まれた空間とし，第二弁操

作室空気ボンベにて正圧化することによ

り外気の流入を一定時間遮断すること

で，放射線防護を考慮した設計とする。

第二弁操作室遮蔽は，炉心の著しい損傷

時においても，格納容器圧力逃がし装置

の隔離弁操作ができるよう，普通コンク

リート 395 mm 以上の遮蔽厚さを有し，

第二弁操作室に隣接する格納容器圧力逃

がし装置入口配管が設置される方向の壁

及び床の遮蔽厚さは，普通コンクリート

1195 mm 以上とする設計とする。また，

第二弁操作室が微正圧であることを確認

するため，第二弁操作室差圧計（個数

1，計測範囲 0～60 Pa）を設ける設計と

する。

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器

圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に

設置し，格納容器圧力逃がし装置使用後

に高線量となるフィルタ装置等の周囲に

は遮蔽体（フィルタ装置遮蔽，配管遮

蔽）を設け，格納容器圧力逃がし装置の

使用時に本系統内に蓄積される放射性物

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては、該当する

設備を有しないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

遮蔽設計に係る共通的な基本方針

であるため。 

＜不一致への手当て＞ 

第 27 条（遮蔽）にて整理する。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（12 / 50） 
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事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを３台の合

計５台以上を確保する。また，代替制御

建屋中央制御室換気設備の代替中央制御

室送風機は，複数の敷設ルートで対処で

きるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，制御建屋内に保管する

代替制御建屋中央制御室換気設備の制御

建屋の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。また，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクトについては，１式以

上の予備を含めた個数を必要数として確

保する。◇1  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室で操作可能な照明を確保するために

必要な台数を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として76 台，予

備として故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップを86台の合計162 

台以上を確保する。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操

作可能な照明を確保するために必要な台

質から放出される放射線から作業員を防

護する設計とする。 

中央制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待

避室），緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽

は，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 

中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処設

備であるとともに，重大事故等時におい

ても使用するため，重大事故等対処設備

としての基本方針に示す設計方針を適用

する。ただし，多様性及び独立性並びに

位置的分散を考慮すべき対象の設計基準

事故対処設備はないことから，重大事故

等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多

様性，位置的分散等」に示す設計方針は

適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮蔽①（P35 へ） 

遮蔽②（P36 へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては、該当する

設備を有しないため。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（13 / 50） 
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重大事故等が発生した場合におい

て，制御室にとどまり必要な操作，監

視及び措置を行う実施組織要員がとど

まるために必要な居住性を確保するた

めの重大事故等対処施設を設置及び保

管する。制①-1 

 制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制

御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。制①-2 

計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測

設備は，設計基準事故及び重大事故等

を考慮した設計とする。制①-3 

中央制御室は，各重大事故の有効性

評価の対象としている事象のうち，最

も厳しい結果を与える全交流動力電源

の喪失を要因とする「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」と「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」の重畳に

おいて，実施組織要員のマスクの着用

及び交代要員体制を考慮せず，制御室

換気設備の代替制御建屋中央制御室換

気設備による外気取入れにて換気を実

施している状況下において評価し，中

央制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員及びＭＯＸ燃料

加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が，７日間で 100ｍＳｖを

超えない設計とする。制②-1 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も

厳しい結果を与える臨界事故時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び

交代要員体制を考慮せず，制御室換気

設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備による外気取入れに

て換気を実施している状況下において

評価し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室にとどまり必要な操

作及び措置を行う実施組織要員の実効

線量が，７日間で 100ｍＳｖを超えない

設計とする。制②-2 

重大事故等が発生した場合において，

制御室にとどまり必要な操作，監視及び

措置を行う実施組織要員がとどまるため

に必要な居住性を確保するための重大事

故等対処施設を設置及び保管する。制

①-1

制御室に必要な重大事故等対処設備

は，計測制御装置，制御室換気設備，制

御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室

環境測定設備及び制御室放射線計測設備

で構成する。制①-2 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。制①-3 

ヘ．計測制御系統施設の設備

(４) その他の主要な事項

(ⅰ) 制御室等

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を要因とする「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」と「放射線分解により発生する

水素による爆発」の重畳において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替制

御建屋中央制御室換気設備による外気取

入れにて換気を実施している状況下にお

いて評価し，中央制御室にとどまり必要

な操作及び措置を行う実施組織要員及び

ＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移

動する要員の実効線量が，７日間で100

ｍＳｖを超えない設計とする。制②-1 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，各重大事故の有効性評価の

対象としている事象のうち，最も厳しい

結果を与える臨界事故時において，実施

組織要員のマスクの着用及び交代要員体

制を考慮せず，制御室換気設備の代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備による外気取入れにて換気を実施して

いる状況下において評価し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまり必要な操作及び措置を行う実施組

織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない設計とする。制②-2 

数を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として17 台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを19 台の合計36 台以上を確

保する。◇1  

４）制御室環境測定設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。◇1  

５）制御室放射線計測設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セットと

して，予備として故障時のバックアップ

を１セットの合計２セット以上を確保す

る。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても，可搬型照明（ＳＡ），中央制御室

換気系空気調和機ファン，中央制御室換

気系フィルタ系ファン，中央制御室換気

系フィルタユニット，中央制御室待避室

空気ボンベ，中央制御室遮蔽，中央制御

室遮蔽（待避室），中央制御室待避室差

圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計

により，中央制御室内にとどまり必要な

操作ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 運転員の被ばくの観点から結果が最も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた

めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が７日間で100mSvを超え

ない設計とする。炉心の著しい損傷が発

生した場合における居住性に係る被ばく

評価では，設計基準事故時の手法を参考

にするとともに，炉心の著しい損傷が発

生した場合に放出される放射性物質の種

類，全交流動力電源喪失時の中央制御室

換気系の起動遅れ等，炉心の著しい損傷

が発生した場合の評価条件を適切に考慮

する。 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室の要求事項は、中央制御

室の他、使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室にも適

用するため、記載分けを行う。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室に係る設備設計及び要員（運転員）の実

効線量の評価における前提条件の相違による。 

＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に合

わせて記載する。 

制御②（P3 から） 

（双方の記載） 
＜不一致の理由＞ 
制御室に係る設備構成の違いによる記載の相
違。 
＜不一致への手当て＞ 
許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

制御③（P7 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉工認に該当する基本方針

の記載はないが、許可整合の観点

から事業許可申請書に合せて記

載する。（以下、発電炉工認との比

較記載がない段落は同様。） 

【「等」の解説】 

「重大事故等」については、事業指

定基準規則（第一条第二項第六

号）の表記に基づく用語として許可

の記載のとおりとした。（以下、同

様。）

18



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（14 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生し，中央制御室の

外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，実施組織要員が中

央制御室の外側から中央制御室に放射

性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，出入管理建屋から中央制

御室に連絡する通路上又は制御建屋の

外から中央制御室に連絡する通路上に

作業服の着替え，防護具の着装及び脱

装，身体汚染検査並びに除染作業がで

きる区画（以下「出入管理区画」とい

う。）を設ける設計とする。制③-1 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，実施

組織要員が使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の外側から使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に放射性物質による汚染を持ち込む

ことを防止するため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に連絡

する通路上に出入管理区画を設ける設

計とする。制③-2 

出入管理区画用資機材は，出入管理

区画を設置する場所の近傍に予備品を

含め必要数以上を配備することを保安

規定に定めて，管理する。制③-3 

制御室にとどまるために必要な居住

性を確保するための設備は，制御室換

気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽

設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。制③-4 

重大事故等が発生した場合におい

て，計測制御装置は，制御室におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録でき

る設計とする。制④-1 

計測制御装置は，監視制御盤，安全

系監視制御盤及び情報把握計装設備で

構成する。制④-2 

監視制御盤は，内的事象による安全

機能の喪失を要因とし，全交流動力電

源の喪失を伴わない重大事故等が発生

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，実施組織要員が中央制御

室の外側から中央制御室に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，出入管理建屋から中央制御室に連絡

する通路上又は制御建屋の外から中央制

御室に連絡する通路上に作業服の着替

え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下

「出入管理区画」という。）を設ける設

計とする。制③-1 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の外側が放射性物質により汚染

したような状況下において，実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の外側から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に放射性物

質による汚染を持ち込むことを防止する

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外

から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に連絡する通路上に出入管理

区画を設ける設計とする。制③-2 

出入管理区画用資機材は，出入管理区

画を設置する場所の近傍に予備品を含め

必要数以上を配備する。制③-3 

制御室にとどまるために必要な居住性

を確保するための設備は，制御室換気設

備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，

制御室環境測定設備及び制御室放射線計

測設備で構成する。制③-4 

また，重大事故等が発生した場合にお

いて，制御室に重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを監視並びに記

録できる設備として計測制御装置を設け

る設計とする。□2  

（a） 計測制御装置

重大事故等が発生した場合において，

計測制御装置は，制御室において，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータを監視並びに記録できる設計とす

る。制④-1 

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

する。制④-2 

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セットとして，予

備として故障時のバックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。◇1  

(４) 環境条件等

基本方針については，「1.7.18（３）

環境条件等」に示す。◇1  

１）計測制御装置

（ａ）常設重大事故等対処設備

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

◇2

内的事象を要因として発生した場合に

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤は，地震等により

機能が損なわれる場合，代替設備による

機能の確保，修理の対応等により機能を

維持する設計とする。また，必要に応じ

て関連する工程を停止する等の手順を整

備する。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，1.7.18（５） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。◇2  

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。◇2  

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。◇2  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。

重大事故等が発生し，中央制御室の外側

が放射性物質により汚染したような状況

下において，運転員が中央制御室の外側

から中央制御室に放射性物質による汚染

を持ち込むことを防止するため，身体サ

ーベイ及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設ける設計とし，身体サーベイ

の結果，運転員の汚染が確認された場合

は，運転員の除染を行うことができる区

画を，身体サーベイを行う区画に隣接し

て設置する設計とする。 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室の要求事項は、中央制御

室の他、使用済燃料受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室にも適用

するため、記載分けを行う。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等時の対処組織の相違、また、設備

等の相違による。 

＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

制御①（P3 から）

制御④（P8 から） 

【許可との相違】 

出入管理区画用資機材は設工認

対象ではなく、運用対応であること

を示すため。
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した場合において，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視

並びに記録するための設備であり，常

設重大事故等対処設備として位置付け

る。制④-3 

安全系監視制御盤は，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とし，全交流

動力電源の喪失を伴わない重大事故等

が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重

大事故等対処設備として位置付ける。

制④-4 

情報把握計装設備は，外的事象によ

る安全機能の喪失及び内的事象のうち

全交流動力電源の喪失を要因として重

大事故等が発生した場合，並びに内的

事象による安全機能の喪失を要因とし

て重大事故等が発生した場合におい

て，重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを監視並びに記録する

ための設備であり，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，常設重大事故

等対処設備として設置する。制④-5 

情報把握計装設備は，常設重大事故

等対処設備である情報把握計装設備用

屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置，可搬型重大事故等対処設備である

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可

搬型情報収集装置，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置，制御建屋可搬型情報

収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機で

構成する。制④-6 

情報把握計装設備は，中央制御室及

び緊急時対策所に同様の情報を伝送す

ることにより，故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる共通

要因に対して，同時に必要な情報の把

握機能が損なわれない設計とする。制

④-7 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の

電源は，「7.1 電気設備」の一部であ

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。制④-3 

 

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。制④-4 

 

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として配備

し，常設重大事故等対処設備として設置

する。制④-5 

情報把握計装設備は，常設重大事故等

対処設備である情報把握計装設備用屋内

伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可

搬型重大事故等対処設備である前処理建

屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型

情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集

装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示

装置及び情報把握計装設備可搬型発電機

で構成する。制④-6 

 

情報把握計装設備は，中央制御室及び

緊急時対策所に同様の情報を伝送するこ

とにより，故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる共通要因に対

して，同時に必要な情報の把握機能が損

なわれない設計とする。制④-7 

 

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ） 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。◇2  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇2  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇2  

情報把握計装設備の情報把握計装設備

可搬型発電機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順

を，火山の影響（降下火砕物による積載

荷重）に対しては徐灰及び屋内へ配備す

る手順を整備する。◇2  

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（16 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
る受電開閉設備等から給電する設計と

する。制④-8 

情報把握計装設備の電源は，情報把

握計装設備可搬型発電機，「7.1.8 代

替電源設備」の一部である前処理建屋

可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機で構成す

る。制④-9 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前

処理建屋可搬型発電機から，分離建屋

可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型

発電機から，精製建屋可搬型情報収集

装置及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置はウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機から，高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機から，制御

建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋

可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型

発電機から，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置は情報把握計装設

備可搬型発電機から，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「4.2.1

計装設備」の可搬型計測ユニットを介

して給電する設計とする。制④-10

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び情報把握計装設備可搬型発電機は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。制④-

11 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対

処することを考慮し，共用によって重

大事故時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。制④-12 

内的事象を要因として発生した場合

重大事故等対処設備」の一部である受電

開閉設備等から給電する設計とする。

制④-8 

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機，「リ．（１）

（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設

備」の一部である前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機で構成する。制④-9 

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置は使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機から「(３) 

(ⅱ) (ａ) 計装設備」の可搬型計測ユニ

ットを介して給電する設計とする。制

④-10

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。制④-11 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，共用によって重大事故時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。制④-

12 

内的事象を要因として発生した場合に

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。◇2  

情報把握計装設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可

搬型監視ユニット内に搭載することで，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条

件を考慮しても機能を損なわない設計と

する。◇2  

２）制御室換気設備

（ａ）常設重大事故等対処設備

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。◇1  

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

【「等」の解説】 

「受電開閉設備等」とは、監視制御

盤及び安全系監視制御盤の給電

経路の設備・機器の総称として示

した記載であることから許可の記

載のとおりとした。（以下、同様。）
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（17 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
に対処に用いる計測制御装置の監視制

御盤は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物に対して代替設備による機能の確

保，関連する工程の停止等により重大

事故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。制④-13 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，計測制御装置の監視制御盤

及び安全系監視制御盤と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう計測制御装置の監視制御

盤及び安全系監視制御盤と独立した異

なる系統により当該機能に必要な系統

を構成することで，独立性を有する設

計とする。制④-14 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報表

示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報表示装置は，情報把握計

装設備可搬型発電機及び「7.1.8 代替

電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋

可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型発電機及び

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機から電力を給電すること

で，電気設備の設計基準対象の施設か

らの給電で動作する監視制御盤及び安

全系監視制御盤に対して多様性を有す

る設計とする。制④-15 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

対処に用いる計測制御装置の監視制御盤

は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対

して代替設備による機能の確保，関連す

る工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とす

る。制④-13 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，計測制御装置の監視制御盤及び安

全系監視制御盤と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤と独立した異なる系統により

当該機能に必要な系統を構成すること

で，独立性を有する設計とする。制④-

14 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，情報把握計装設備可搬型発電機及び

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１）代

替電源設備」の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機から電力を給電することで，電気設備

の設計基準対象の施設からの給電で動作

する監視制御盤及び安全系監視制御盤に

対して多様性を有する設計とする。制

④-15

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可

搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情

る。◇1  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，1.7.18（５） 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇1  

代替中央制御室換気設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。◇1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。◇1  

３）制御室照明設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備
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置，制御建屋可搬型情報表示装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置は，計測制御装置の監視制

御盤及び安全系監視制御盤と共通要因

によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から 100m 以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで，位置的分

散を図る設計とする。制④-16 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同様の系統構

成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。制④-17 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，他の設備から独立して単独

で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。制④-

18 

計測制御装置の監視制御盤は，重大

事故等時におけるパラメータを記録す

るために必要な保存容量を有する設計

とする。制④-19 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無

線装置は，収集したパラメータを伝送

可能な容量とする設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた数量を有する設計とする。

制④-20 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬

型情報収集装置及び第２保管庫・貯水

報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報表示装置は，計測制御装

置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と

共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を計測制御

装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤

が設置される建屋から100m以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで，位置的分散を図

る。制④-16 

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同様の系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。制④-17 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。制④-18 

計測制御装置の監視制御盤は，重大事

故等時におけるパラメータを記録するた

めに必要な保存容量を有する設計とす

る。制④-19 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とするとともに，動的

機器の単一故障を考慮した予備を含めた

数量として前処理建屋に対して１系統，

分離建屋に対して１系統，精製建屋に対

して１系統，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に対して１系統，高レベル廃液

ガラス固化建屋に対して１系統，制御建

屋に対して１系統，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に対して１系統の必要数７系統

に加え，予備を７系統，合計14系統以上

を有する設計とする。制④-20 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第

１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及

び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

４）制御室遮蔽設備

（ａ）常設重大事故等対処設備

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「1.7.18

第 16条安全機能を有する施設

及び第 36条重大事故等対処設

備に係る設計とのつながりと

して記載。 
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所可搬型情報収集装置は，収集したパ

ラメータを伝送可能な容量を有する設

計とする。制④-21 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集

した重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを電磁的に記録及び保

存し，電源喪失により保存した記録が

失われないようにするとともに帳票と

して出力できる設計とする。また，記

録に必要な容量は，記録が必要な期間

に亘って保存できる容量を有する設計

とする。制④-22 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報表

示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋可搬型情報表示装置は，必要なデー

タ量の伝送及び記録容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事

故等の対処に必要な個数を有する設計

とするとともに，故障時バックアップ

を必要数以上確保する。制④-23 

情報把握計装設備可搬型発電機は，

重大事故等に対処するために必要な電

力を確保するために必要な容量を有す

る設計とし，保有数は，必要数として

重大事故等の対処に必要な個数を有す

る設計とするとともに，故障時のバッ

クアップを必要数以上確保する。制④-

24 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び情報把握計装設備可搬型発電機

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対

処することを考慮し，対処に必要とな

るデータの伝送，記録容量及び個数を

確保することで，共用によって重大事

故時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。制④-25 

置は，収集したパラメータを伝送可能な

容量を有する設計とする。制④-21 

 

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情

報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋可搬型情報収集装置は，収集した重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを電磁的に記録及び保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないよ

うにするとともに帳票として出力できる

設計とする。また，記録に必要な容量

は，記録が必要な期間に亘って保存でき

る容量を有する設計とする。制④-22 

 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

は，必要なデータ量の伝送及び記録容量

を有する設計とし，保有数は，必要数と

して重大事故等の対処に必要な個数を有

する設計とするとともに，故障時バック

アップを必要数以上確保する。制④-23 

 

情報把握計装設備可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な容量を有する設計

とし，保有数は，必要数として重大事故

等の対処に必要な個数を有する設計とす

るとともに，故障時のバックアップを必

要数以上確保する。制④-24 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処に同時に対処することを

考慮し，対処に必要となるデータの伝

送，記録容量及び個数を確保すること

で，共用によって重大事故時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。制④-25 

 

（５） 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計と

する。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「1.7.18（５） 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。◇1  

 

５）制御室環境測定設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。◇1  

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（20 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

計測制御装置の監視制御盤及び安全

系監視制御盤は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる制御建屋又は使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設

計とする。制④-26 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の情報把

握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置は，「第１章 共通事

項」の「３．自然現象」の「３．１ 

地震による損傷の防止」に基づく設計

とすることで，その機能を損なわない

設計とする。制④-27 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計と

する。制④-28

情報把握計装設備の建屋間伝送用無

線装置は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降

下火砕物による積載荷重により機能を

損なわない設計とする。制④-29 

情報把握計装設備の情報把握計装設

備用屋内伝送系統は，溢水量及び化学

薬品の漏えいを考慮し，影響を受けな

い位置への設置，被水防護及び被液防

護を講ずる設計とする。制④-30 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報表

示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により機能を損なわ

計測制御装置の監視制御盤及び安全系

監視制御盤は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とする。

制④-26 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

制④-27 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。制④-28 

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線

装置は，風（台風），竜巻，積雪及び火

山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない

設計とする。制④-29 

情報把握計装設備の情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，溢水量及び化学薬品

の漏えいを考慮し，影響を受けない位置

への設置，被水防護及び被液防護を講ず

る設計とする。制④-30 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に保管し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。制④-31 

る。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。◇1  

６）制御室放射線計測設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「1.7.18（５） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。◇1  

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。◇1  

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載。 

第 12条溢水による損傷の防

止、第 13条化学薬品の漏えい

による損傷の防止に係る設計

及び第 36条重大事故等対処設

備とのつながりとして記載。 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」とは、建屋により損

傷を防止する自然現象の総称とし

て示した記載であることから許可

の記載を用いた。（以下、同様。） 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（21 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ない設計とする。制④-31 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる情報把握計装設備の前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情

報収集装置，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収

集装置，制御建屋可搬型情報収集装

置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置，第１保管庫・貯水所

可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯

水所可搬型情報収集装置，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，

「第１章 共通事項」の「３．自然現

象」の「３．１ 地震による損傷の防

止」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。制④-32 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報表

示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置及び情報把握計装

設備可搬型発電機は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作

に支障がないように，線量率の高くな

るおそれの少ない場所の選定又は当該

設備の設置場所への遮蔽の設置等によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。制④-33 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置は，可搬型監視ユニット

内に搭載することで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の環境条件を考慮して

も機能を損なわない設計とする。制④-

34 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬

型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる情報把握計装設備の前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建

屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第

２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

及び情報把握計装設備可搬型発電機は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。制④-32 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び

情報把握計装設備可搬型発電機は，想定

される重大事故等が発生した場合におい

ても操作に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所の選定又は

当該設備の設置場所への遮蔽の設置等に

より当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。制④-33 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，可搬型監視ユニット内に

搭載することで，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の環境条件を考慮しても機能を

損なわない設計とする。制④-34 

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

る。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。◇1  

(５) 操作性の確保

基本方針については，「1.7.18（４）

ａ．操作性の確保」に示す。◇1  

１）計測制御装置

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型

情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集

装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置と情

報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋

間伝送用無線装置との接続，制御建屋可

搬型情報表示装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続

は，コネクタ方式又はより簡便な接続方

式とし，現場での接続が容易に可能な設

計とする。◇2  

6.2.5.3 主要設備及び仕様 

制御室（重大事故等時）の主要設備及

び仕様を第6.2.5－１表に示す。◇1  

6.2.5.4 系統構成及び主要設備 

6.2.5.4.1 中央制御室 

重大事故等が発生した場合において，

中央制御室にて必要な操作及び措置を行

う実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために必要な居住性を確保するための設

備は，計測制御装置，制御室換気設備，

制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御

室環境測定設備及び制御室放射線計測設

備で構成する。◇1  

中央制御室は，情報把握計装設備の制

御建屋可搬型情報表示装置及び制御建屋

可搬型情報収集装置を配備できる区画を

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（22 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

制御建屋可搬型情報収集装置，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置と情報把握計装設備用屋

内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置

との接続，制御建屋可搬型情報表示装

置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置との接続は，コネクタ

方式又はより簡便な接続方式とし，現

場での接続が容易に可能な設計とす

る。制④-35 

計測制御装置の監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に，模

擬入力による機能，性能確認（表示）

及び外観確認が可能な設計とする。制

④-36

建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬

型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報

把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間

伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬

型情報表示装置，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置との接続は，

コネクタ方式又はより簡便な接続方式と

し，現場での接続が容易に可能な設計と

する。制④-35 

計測制御装置の監視制御盤，安全系監

視制御盤及び情報把握計装設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に，模擬入力

による機能，性能確認（表示）及び外観

確認が可能な設計とする。制④-36 

１） 計測制御装置

［常設重大事故等対処設備］

ⅰ） 情報把握計装設備

情報把握計装用設備用屋内伝送系統 

14 系統（うち予備７系統） 

建屋間伝送用無線装置 

14 系統（うち予備７系統） 

ⅱ）監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） １ 式 

ⅲ 安全系監視制御盤（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） １ 式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 情報把握計装設備 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

分離建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

精製建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

有する構造とする。◇1  

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，中央制御室の外側から中

央制御室に放射性物質による汚染を持ち

込むことを防止するため，出入管理建屋

から中央制御室に連絡する通路上及び制

御建屋の外から中央制御室に連絡する通

路上に出入管理区画を設ける設計とす

る。◇1  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇1  

全交流動力電源喪失時においても，出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇1  

中央制御室の外から中央制御室に連絡

する通路上の出入管理区画配置概要図を

第6.2.5－１図，出入管理建屋から中央

制御室に連絡する通路上の出入管理区画

配置概要図を第6.2.5－２図，第6.2.5－

３図にそれぞれ示す。◇1  

中央制御室は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も厳

しい結果を与える全交流動力電源の喪失

を起因とする「放射線分解により発生す

る水素による爆発」と「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の重畳の発生時におい

て，実施組織要員のマスクの着用及び交

代要員体制を考慮せず，中央制御室は代

替制御建屋中央制御室換気設備による外

気取入れにて換気を実施している状況下

において評価し，中央制御室にとどまり

必要な操作及び措置を行う実施組織要員

及びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が，７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。◇1  

なお，中央制御室における居住性に係

る被ばく評価結果は，上記状況下におい

て約1×10-3ｍＳｖであり，７日間で100

ｍＳｖを超えない。◇1  

中央制御室の重大事故等対処設備の機

器配置概要図を第6.2.5－４図～第6.2.5

－７図に示す。◇2  

（１） 計測制御装置

重大事故等が発生した場合，中央制御

室において「6.2.1 計装設備」の重要監

視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを監視並びに記録できる設備として計

第 16条安全機能を有する施

設、第 36条重大事故等対処設

備に係る設計とのつながりと

して記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室換気設備は，制御室にとど

まるために十分な換気風量を確保でき

る設計とする。制⑤-1 

制御室換気設備は，代替制御建屋中

央制御室換気設備，制御建屋中央制御

室換気設備，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で

構成する。制⑤-2 

制御室換気設備は，制御建屋中央制

御室換気設備及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事

故等対処設備として位置付けるととも

に，代替制御建屋中央制御室換気設備

及び代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。制⑤-3 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室

換気設備の中央制御室送風機の機能喪

失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の

許容限界に達する前に制御建屋内に設

置し，中央制御室内の換気が可能な設

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

制御建屋可搬型情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報表示装置 

２ 台（予備として故障時バ

ックアップを１台） 

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用） 

５ 台（予備として故障時バ

ックアップを３台）□3  

 

（b） 制御室換気設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室換気設備は，制御室にとどまるた

めに十分な換気風量を確保できる設計と

する。制⑤-1 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備，制御建屋中央制御室換

気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成す

る。制⑤-2 

制御室換気設備は，制御建屋中央制御

室換気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付けるとともに，代替

制御建屋中央制御室換気設備及び代替使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。制⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

測制御装置を設置又は配備する。◇2  

また，計測制御装置のうち，設計基準

対象の施設と兼用する設備は，重大事故

等対処設備として位置付ける。◇2  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇2  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇2  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

した場合において，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視する

ための設備であり，常設重大事故等対処

設備として位置付ける。◇2  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを

監視並びに記録するための設備であり，

可搬型重大事故等対処設備として前処理

建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬

型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収

集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制

御建屋可搬型情報収集装置，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御

建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計

装設備可搬型発電機を配備し，常設重大

事故等対処設備として情報把握計装設備

用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装

置を設置する。◇2  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器及び可搬型重要代替計器にて計測

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータを，前処理建屋においては

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室換気系は，地震時及び地震後

においても，中央制御室の気密性とあい

まって，設計上の空気の流入率を維持で

き，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 

 

 

 

中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン及び

中央制御室換気系フィルタユニットは，

設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す設計方針は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑤-4（P28 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備は、中央制御室

の他、使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室にも設け

るため、記載分けを行う。（以下、

同様。） 

換気③（P9 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備構成の違いによる。（常設の制御室換気

設備を DB/SA 兼用設備とする基本方針に相

違はないが、再処理施設では SA 設備として可

搬型の代替制御室換気設備も設ける） 
＜不一致への手当て＞ 

許可整合のため、事業変更許可申請書に合

わせて記載する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備が制御室に要員がとどまるた

めの設計であることに相違はないが、許可整

合の観点から記載が異なる。 
＜不一致への手当て＞ 

許可整合のため、事業機変更許可申請書に

合わせて記載する。 

換気④（P9 から） 

【「等」の解説】 

「二酸化炭素濃度等」とは、制御室

の外気遮断時における室内環境

の悪化の指標としての例示記載で

あることから許可の記載を用いた。

（以下、同様。） 
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別紙１①
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
計とする。制⑤-4 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

重大事故等発生時において，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

制御室送風機の機能喪失後，外気の遮

断が長期にわたり，室内環境が悪化し

て二酸化炭素濃度等の許容限界に達す

る前に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内

に設置し，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の換気が可能な

設計とする。制⑤-5 

制御建屋中央制御室換気設備は，重

大事故等の発生の起因となる安全機能

の喪失の要因に応じて対処に有効な設

備を使用することとし，内的事象によ

る安全機能の喪失を要因とした全交流

動力電源の喪失を伴わない重大事故等

の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用する設計とす

る。制⑤-6 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，重大事故等の発生の起因

となる安全機能の喪失の要因に応じて

対処に有効な設備を使用することと

し，内的事象による安全機能の喪失を

要因とした全交流動力電源の喪失を伴

わない重大事故等の発生時には，設計

基準対象の施設の一部を兼用し，同じ

系統構成で重大事故等対処設備として

使用する設計とする。制⑤-7 

制御室換気設備は，「7.1 電気設

備」の一部である非常用電源建屋の 6.9

ｋＶ非常用主母線，制御建屋の 6.9ｋＶ

非常用母線，制御建屋の 460Ｖ非常用母

線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の 460Ｖ非常用母線及び代替電

源設備の制御建屋可搬型発電機又は使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機により電力を供給する設計

とする。可搬型発電機の運転に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備から

補給が可能な設計とする。制⑤-8 

制御室換気設備は，「リ．（１)

（ⅰ） 電気設備」の一部である非常用

電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の

460Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母

線及び代替電源設備の制御建屋可搬型発

電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機により電力を供給す

る設計とする。可搬型発電機の運転に必

要な燃料は，補機駆動用燃料補給設備か

ら補給が可能な設計とする。制⑤-8 

設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等及び補機

駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽を常設重大事故等対処設備として設置

する。□2  

補機駆動用燃料補給設備の一部である

前処理建屋可搬型情報収集装置に，分離

建屋においては分離建屋可搬型情報収集

装置に，精製建屋においては精製建屋可

搬型情報収集装置に，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋においてはウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集

装置に，高レベル廃液ガラス固化建屋に

おいては高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型情報収集装置に伝送するための系統

である。また，これらの可搬型情報収集

装置で収集した重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータを建屋間伝送用

無線装置に伝送するための系統である。

◇2

制御建屋に設置する情報把握計装設備

用屋内伝送系統は，建屋間伝送用無線装

置から制御建屋可搬型情報収集装置に重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータを伝送するための系統である。◇2  

建屋間伝送用無線装置は，前処理建屋

可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情

報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装

置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型情報収集装置が収集し

た重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを制御建屋可搬型情報収集装

置及び「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建

屋情報把握設備」の情報収集装置へ伝送

するための系統である。◇2  

建屋間伝送用無線装置は， 制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ. 緊急時対策建屋情報把握設備」の情

報収集装置に対し，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを伝送する

ことで，故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握機能が損な

われることはない。◇2  

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装

置及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置については，当該装置から制御建

屋可搬型情報収集装置及び

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置へ伝送する機

能を有する。◇2  

前処理建屋可搬型情報収集装置，分離

建屋可搬型情報収集装置，精製建屋可搬

型情報収集装置，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レ

 

 

 

 

 

 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

制⑤-5（P36 から） 

制⑤-6（P28 から） 

制⑤-7（P35 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備の系統・設備構成の違いによ

る記載の相違。（再処理施設では、常設設備

は非常用電源系、可搬型設備は可搬型発電

機により給電。） 

＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

換気①（P4 から） 

換気②（P8 から） 
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補機駆動用燃料補給設備については

「7.12 補機駆動用燃料補給設備」

に，設計基準対象の施設と兼用する電

気設備の一部である受電開閉設備等及

び代替電源設備並びに代替所内電気設

備については「7.1 電気設備」に示

す。制⑤-9 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，自然現象，人為事象，溢

水，化学薬品漏えい，火災及び内部発

生飛散物に対して，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

機能の確保により重大事故等に対処す

るための機能を損なわない設計とす

る。制⑤-10 

制御建屋中央制御室換気設備は，安

全機能を有する施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

制⑤-11 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用すること

により，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制⑤-12 

制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，想定される重大事故

等時に実施組織要員が中央制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する

設計とするとともに，動的機器の単一

故障を考慮した予備を含めた数量を有

する設計とする。制⑤-13 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，想定され

る重大事故等時に実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量

を有する設計とするとともに，動的機

器の単一故障を考慮した予備を含めた

軽油用タンクローリ，代替電源設備の一

部である制御建屋可搬型発電機並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，代替所内電気設備の一部であ

る制御建屋の可搬型分電盤，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型電源ケーブルを可搬型重大事故

等対処設備として配備する。□2  

補機駆動用燃料補給設備については

「リ．(４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設

備」に，設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等及

び代替電源設備並びに代替所内電気設備

については「リ． (１) (ⅰ) 電気設

備」に示す。制⑤-9 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散

物に対して，代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備による機能の確保

により重大事故等に対処するための機能

を損なわない設計とする。制⑤-10 

 

制御建屋中央制御室換気設備は，安全

機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。制⑤-11 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，安全機能を有する施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用することにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。制⑤-12 

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機は，想定される重大事故等時

に実施組織要員が中央制御室にとどまる

ために十分な換気風量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮

した予備を含めた数量２台以上を有する

設計とする。制⑤-13 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機は，想定される重

大事故等時に実施組織要員が使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にと

どまるために十分な換気風量を有する設

計とするとともに，動的機器の単一故障

を考慮した予備を含めた数量２台以上を

ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集

装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収

集装置及び第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置は，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の「6.2.1.3 主要設備及び仕様」の

可搬型重要計器及び可搬型重要代替計器

にて計測した重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを収集する。◇2  

収集した重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータは，建屋間伝送用無

線装置にて，制御建屋可搬型情報収集装

置及び9.16.2.4(２)ｅ.緊急時対策建屋

情報把握設備」の情報収集装置に伝送す

る。◇2  

制御建屋可搬型情報収集装置は，前処

理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報

収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

及び第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置より伝送される重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを収集し，

記録する。また，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報収集装置より伝送され

る重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータについても収集し，記録す

る。◇2  

制御建屋可搬型情報収集装置にて収集

した重要監視パラメータ及び重要代替監

視パラメータは，電磁的に記録及び保存

し，電源喪失により保存した記録が失わ

れないようにするとともに帳票として出

力できる。また，記録に必要な容量は，

記録が必要な期間に亘って保存できる容

量を有する。◇2  

制御建屋可搬型情報表示装置は，中央

制御室に配備し，制御建屋可搬型情報収

集装置にて収集した重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを監視す

る。◇2  

制御建屋可搬型情報収集装置及び制御

建屋可搬型情報表示装置，

「9.16.2.4(２)ｅ. 緊急時対策建屋情報

把握設備」の情報収集装置及び情報表示

装置は，重要監視パラメータ及び重要代
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数量を有する設計とする。制⑤-14 

制御建屋中央制御室換気設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に設置し，風（台風）等によ

り機能を損なわない設計とする。制⑤-

15 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋に設置し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。制⑤-16 

制御建屋中央制御室換気設備は，配

管の全周破断に対して，放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）を内包する配管が近傍にない制御

建屋の室に敷設することにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。制⑤-17 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，配管の全周破断に対し

て，放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）を内包する配管

が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の室に敷設することにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。制⑤-18 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，制御建屋中

央制御室換気設備の中央制御室送風機

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，制御建

屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に給電するための設計基準対象の

施設と兼用する電気設備の一部である

受電開閉設備等に対して，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から電力を

供給することで，制御建屋中央制御室

換気設備の中央制御室送風機に対して

多様性を有する設計とする。制⑤-19 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に給電するための設計基準対象の施設

と兼用する電気設備の一部である受電

開閉設備等に対して，代替電源設備の

有する設計とする。制⑤-14 

制御建屋中央制御室換気設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に設置し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。制⑤-15 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損

なわない設計とする。制⑤-16 

制御建屋中央制御室換気設備は，配管

の全周破断に対して，放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内

包する配管が近傍にない制御建屋の室に

敷設することにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）により機能を損なわない設計とす

る。制⑤-17 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，配管の全周破断に対して，放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）を内包する配管が近傍にない

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設

することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。制⑤-18 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，制御建屋中央制御

室換気設備の中央制御室送風機に給電す

るための設計基準対象の施設と兼用する

電気設備の一部である受電開閉設備等に

対して，代替電源設備の制御建屋可搬型

発電機から電力を供給することで，制御

建屋中央制御室換気設備の中央制御室送

風機に対して多様性を有する設計とす

る。制⑤-19 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，代替電源設備の使用済燃料の受入れ

替監視パラメータを監視及び記録するこ

とで，故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる共通要因に対し

て，同時に必要な情報の把握及び記録機

能が損なわれることはない。◇2  

中央制御室において情報把握計装設備

が設置されるまでの重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータの監視及び

記録は，実施組織要員が「9.17 通信連

絡設備」の「9.17.2 重大事故等対処施

設」を用いて，所定の頻度（1 時間30 

分）で中央制御室に情報伝達し，監視す

るとともに記録用紙に記録する。◇2  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇2  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である前処理建屋可搬型発電機，分

離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機で構成する。◇2  

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処

理建屋可搬型発電機から，分離建屋可搬

型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機

から，精製建屋可搬型情報収集装置及び

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型情報収集装置はウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装

置は高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機から，制御建屋可搬型情報収集装

置及び制御建屋可搬型情報表示装置は制

御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置は情報把

握計装設備可搬型発電機から給電する。

◇2

情報把握計装設備のうち，第１保管

庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情

報把握計装設備可搬型発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。◇2  

共用する第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型

情報収集装置及び情報把握計装設備可搬

型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

第 13条化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止及び第 36条重大

事故等対処設備に係る設計と

のつながりとして記載。 

【「等」の解説】 

「放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）」とは放射性

物質を含む腐食性の液体液体の

総称として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。（以下、同

様。）
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機から電力を供給すること

で，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の制御室送風機に対して多

様性を有する設計とする。制⑤-20 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，制御建屋中央制御室換気設備と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，制御建屋中

央制御室換気設備とは異なる換気経路

とすることで，制御建屋中央制御室換

気設備に対して独立性を有する設計と

する。制⑤-21 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備とは異なる換

気経路とすることで，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備に対して

独立性を有する設計とする。制⑤-22 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，制御建屋中

央制御室換気設備の中央制御室送風機

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を

制御建屋中央制御室換気設備の中央制

御室送風機が設置される建屋から100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，制御建屋に

も保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保

管し，位置的分散を図る。制御建屋内

に保管する場合は中央制御室送風機が

設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る設計とす

る。制⑤-23 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室

送風機が設置される建屋から100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋にも保管することで，必

施設及び貯蔵施設可搬型発電機から電力

を供給することで，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機

に対して多様性を有する設計とする。

制⑤-20 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

制御建屋中央制御室換気設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，制御建屋中央制御室換

気設備とは異なる換気経路とすること

で，制御建屋中央制御室換気設備に対し

て独立性を有する設計とする。制⑤-21 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備と共通要因によって

同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備とは異なる換気経路とする

ことで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備に対して独立性を有する設

計とする。制⑤-22 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，制御建屋中央制

御室換気設備の中央制御室送風機と共通

要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を制御建屋中央

制御室換気設備の中央制御室送風機が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管すると

ともに，制御建屋にも保管することで，

必要数及び故障時バックアップを複数箇

所に分散して保管し，位置的分散を図

る。制御建屋内に保管する場合は中央制

御室送風機が設置される場所と異なる場

所に保管することで位置的分散を図る。

制⑤-23 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

うに，故障時バックアップを含めて必要

な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の制御室送風機が設置され

る建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保

した外部保管エリアに保管するととも

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保

管することで，必要数及び故障時バック

加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮しても，共用によ

って重大事故時の対処に影響を及ぼすこ

とはない。◇2  

情報把握計装設備可搬型発電機への燃

料の補給は，「9.14 補機駆動用燃料補

給設備」の軽油貯蔵タンクローリから燃

料を補給可能な設計とする。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用） 

ⅲ)情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋可搬型情報収集装置 

分離建屋可搬型情報収集装置 

精製建屋可搬型情報収集装置 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型情報収集装置 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

情報収集装置 

制御建屋可搬型情報収集装置 

制御建屋可搬型情報表示装置 

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

第２保管庫・貯水所可搬型情報収集

装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

情報把握計装設備可搬型発電機（Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用）◇2  

重大事故等時のパラメータを監視及び記

録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇2  

 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備及び制御建屋中央制御室

換気設備で構成する。◇1  

制御室換気設備は，代替制御建屋中央

制御室換気設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備を常設重大事故等対

処設備として位置付ける。◇1  

a.代替制御建屋中央制御室換気設備 
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要数及び故障時バックアップを複数箇

所に分散して保管し，位置的分散を図

る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は制御室送風機が設置さ

れる場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る設計とする。制⑤-

24 

制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機は，回転体が飛散するこ

とを防ぐことで他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。制⑤-25 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機は，回転体が

飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。制⑤-

26 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，回転体が飛

散することを防ぐことで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。制⑤-27 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。制⑤-28 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。制⑤-29 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。制⑤-30 

代替制御建屋中央制御室換気設備の

代替中央制御室送風機は，想定される

重大事故等時に実施組織要員が中央制

御室にとどまるために十分な換気風量

を確保するために必要な台数を有する

設計とする。また，代替制御建屋中央

制御室換気設備の代替中央制御室送風

機は，複数の敷設ルートで対処できる

よう必要数を複数の敷設ルートに確保

する。制⑤-31、制⑤-32 

 

 

 

 

 

 

 

アップを複数箇所に分散して保管し，位

置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機

が設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る。制⑤-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

他の設備から独立して単独で使用可能な

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。制⑤-29 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，他の設備から独立して単

独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。制⑤-

30 

代替制御建屋中央制御室換気設備の代

替中央制御室送風機は，想定される重大

事故等時に実施組織要員が中央制御室に

とどまるために十分な換気風量を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

制⑤-31とともに，保有数は，必要数と

して２台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを３

台の合計５台以上を確保する。□3 また，

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替

中央制御室送風機は，複数の敷設ルート

で対処できるよう必要数を複数の敷設ル

ートに確保する制⑤-32とともに，制御

建屋内に保管する代替制御建屋中央制御

室換気設備の制御建屋の可搬型ダクトに

ついては，１式以上の予備を含めた個数

を必要数として確保する。□3  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

代替中央制御室送風機及び制御建屋の可

搬型ダクトで構成する。◇1  

代替中央制御室送風機は，重大事故等

発生時において，制御建屋中央制御室換

気設備の中央制御室送風機の機能喪失

後，外気の遮断が長期にわたり，室内環

境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限

界に達する前に制御建屋内に設置し，中

央制御室内の換気が可能な設計とする。

制⑤-4 

代替中央制御室送風機は，代替電源設

備の制御建屋可搬型発電機から受電する

設計とする。 

制御建屋可搬型発電機は，補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリから

軽油を補給できる設計とする。また，補

機駆動用燃料補給設備の軽油用タンクロ

ーリは, 補機駆動用燃料補給設備の軽油

貯槽から軽油を補給できる設計とする。

◇1  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)代替制御建屋中央制御室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替中央制御室送風機 

制御建屋の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

制御建屋の可搬型分電盤 

制御建屋の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

 

ｂ．制御建屋中央制御室換気設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，中央

制御室送風機及び制御建屋の換気ダクト

で構成する。◇1  

制御建屋中央制御室換気設備は，重大

事故等の発生の起因となる安全機能の喪

失の要因に応じて対処に有効な設備を使

用することとし，内的事象による安全機

能の喪失を要因とした全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑤-4（P23 へ） 

 

制⑤-25（P9 から） 

 

 

 

制⑤-26（P9 から） 

 

 

 

 

制⑤-27（P9 から） 

 

 

 

制⑤-28（P9 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑤-6（P24 へ） 

 

 

 

 

 

第 16条安全機能を有する施設

及び第 36条重大事故等対処設

備に係る設計とのつながりと

して記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備の代替制御室送風機は，

想定される重大事故等時に実施組織要

員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまるために十分な

換気風量を確保する。また，代替使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の代替制御室送風機は，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数

の敷設ルートに確保する。制⑤-33、制

⑤-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる制御建屋に保管し，風（台風）

等により機能を損なわない設計とす

る。制⑤-35 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風）等

により機能を損なわない設計とする。

制⑤-36 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替制御建屋中央制御室換

気設備は，「第１章 共通事項」の

「３．自然現象」の「３．１ 地震に

よる損傷の防止」に基づく設計とする

ことで，その機能を損なわない設計と

する。制⑤-37 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる代替使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備は，「第１章 

共通事項」の「３．自然現象」の

「３．１ 地震による損傷の防止」に

基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。制⑤-38 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

制御建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。制⑤-39 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備の代替制御室送風機は，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室にとどまるために十分な換気風量を

確保する制⑤-33ために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として１台，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアッ

プを２台の合計３台以上を確保する。□3

また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備の代替制御室送風機は，

複数の敷設ルートで対処できるよう必要

数を複数の敷設ルートに確保する制⑤-

34とともに，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内に保管する代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダ

クトについては，１式以上の予備を含め

た個数を必要数として確保する。□3  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

制御建屋に保管し，風（台風等）により

機能を損なわない設計とする。制⑤-35 

 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に保管し，風（台風等）により機能

を損なわない設計とする。制⑤-36 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替制御建屋中央制御室換気設

備は，「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすること

で，その機能を損なわない設計とする。

制⑤-37 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備は，「ロ． (７) (ⅱ) 

(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで，その機能を損なわない

設計とする。制⑤-38 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。制⑤-39 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

は，設計基準対象の施設の一部を兼用

し，同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。制⑤-6 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)制御建屋中央制御室換気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 中

央制御室」と兼用） 

制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼

用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主

母線（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と

兼用） 

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線

（「9.2.1.4.3 所内高圧系統」と兼

用） 

ⅲ)所内低圧系統 

制御建屋の460 Ｖ非常用母線

（「9.2.1.4.4 所内低圧系統」と兼

用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御建屋安全系監視制御盤

（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用） 

重大事故等時の中央制御室の系統概要

図を第6.2.5－10図，第6.2.5－11図に示

す。◇2  

 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，中央制御室代替照

明設備で構成する。◇1  

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。◇1  

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの７日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。制

⑥-6 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)中央制御室代替照明設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑥-6（P32 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載。 

【許可からの変更点】 

「風（台風）等」と「風（台風等）」は

共に建屋により損傷を防止する自

然現象の総称として示した記載で

あるため、記載統一の観点から

「風（台風）等」に見直した。（以下、

同様。） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
御室換気設備は，内部発生飛散物の影

響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。制⑤-40 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，配管の全周破断に対して，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い位置に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。制⑤-41 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，配管の全周破断に対

して，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

⑤-42

制御建屋中央制御室換気設備は，再

処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認，分解点検が可能な設計

とする。制⑤-43 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に外観点検，性能確認，分解点

検が可能な設計とする。制⑤-44 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，再処理施設の運転中又は停止中に

独立して外観点検，分解点検が可能な

設計とする。制⑤-45 

代替制御建屋中央制御室換気設備

は，外観の確認が可能な設計とする。

制⑤-46 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に独立して外観点検，分解

点検が可能な設計とする。制⑤-47 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備は，外観の確認が可能な

設計とする。制⑤-48 

室換気設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない

設計とする。制⑤-40 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。制⑤-41 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない位置に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。制⑤-42 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。制⑤-43 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。制⑤-44 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。制⑤-45 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。制⑤-

46 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。制⑤-47 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。制⑤-48 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 制御建屋中央制御室換気設備 

中央制御室送風機（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） 

２ 台（うち予備１台） 

制御建屋の換気ダクト（「ヘ．

（４）（ｉ）制御室等」と兼用）１ 系

統 

ⅱ） 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備制御室送風機（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用） 

（４） 制御室遮蔽設備

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽で

構成する。◇1  

中央制御室遮蔽は，中央制御室遮蔽を

常設重大事故等対処設備として位置付け

る。◇1  

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生

した場合において，代替制御建屋中央制

御室換気設備若しくは制御建屋中央制御

室換気設備の機能とあいまって中央制御

室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃

料加工施設から中央制御室に移動する要

員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超

えない設計とする。制⑦-4 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1

i)中央制御室遮蔽

［常設重大事故等対処設備］

中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中央

制御室」と兼用） 

（５） 制御室環境測定設備

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備で構成する。◇1  

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。◇1  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても中

央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない

範囲にあることを把握できる設計とす

る。◇1  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1

i)中央制御室環境測定設備

［可搬型重大事故等対処設備］

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

（６） 制御室放射線計測設備

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備で構成する。◇1  

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

制⑦-4（P36 へ） 

第 16条安全機能を有する施

設、第 36条重大事故等対処設

備に係る設計とのつながりとし

て記載。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室照明設備は，制御室にとど

まるために必要な照明を確保できる設

計とする。制⑥-1 

制御室照明設備は，中央制御室照明

設備，中央制御室代替照明設備，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室照明設備並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明

設備で構成する。制⑥-2 

中央制御室代替照明設備は，可搬型

代替照明を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。制⑥-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。制⑥-4 

なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドラ

イト及びＬＥＤヘッドライトを用いて

２ 台（うち予備１台） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト（「ヘ．（４）（ｉ）制御室

等」と兼用） １ 系統 

ⅲ） 計測制御装置 

制御建屋安全系監視制御盤

（「ヘ．（４）（ｉ）制御室等」と兼

用）１ 式 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全

系監視制御盤（「ヘ．（４）（ｉ）制御

室等」と兼用） １ 式 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 代替制御建屋中央制御室換気設備 

代替中央制御室送風機 

５ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを３台） 

制御建屋の可搬型ダクト 

300 ｍ/式（予備として故障時バ

ックアップを1 式） 

ⅱ） 代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備 

代替制御室送風機 

３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２

台） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト 

約300 ｍ／式（予備として故障時

バックアップを１式）□3  

（c） 制御室照明設備

重大事故等が発生した場合において，

制御室照明設備は，制御室にとどまるた

めに必要な照明を確保できる設計とす

る。制⑥-1 

制御室照明設備は，中央制御室照明設

備，中央制御室代替照明設備，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成

する。制⑥-2 

中央制御室代替照明設備は，可搬型代

替照明を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。制⑥-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。制⑥-4 

なお，可搬型代替照明の設置までの

間，実施組織要員は，ＬＥＤハンドライ

ト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。◇1  

中央制御室放射線計測設備は，重大事

故等が発生した場合において，中央制御

室内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握できる設計とする。◇1  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1

i)中央制御室放射線計測設備

［可搬型重大事故等対処設備］

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

6.2.5.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

重大事故等が発生した場合において，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまり必要な操作及び措置を

行う実施組織要員がとどまるために必要

な居住性を確保するための設備は，制御

室換気設備，制御室照明設備，制御室遮

蔽設備，制御室環境測定設備及び制御室

放射線計測設備で構成する。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，情報把握計装設備の使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装

置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置を配備できる区画を有す

る構造とする。◇1  

重大事故等が発生し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が

放射性物質により汚染したような状況下

において，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防

止するため，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の外から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出

入管理区画を設ける設計とする。◇1  

汚染が確認された場合に除染作業がで

きる区画は，汚染検査を行う区画に隣接

して設置する設計とする。◇1  

全交流動力電源喪失時においても,出

入管理区画は必要な照明を制御室照明設

備を用いて確保する設計とする。◇1  

屋外から使用済燃料の受入れ施設及び

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室照明設備は、中央制御室

の他、使用済燃料受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室にも設ける

ため、記載分けを行う。（以下、

同様。） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
操作，作業及び監視を適切に実施でき

る設計とする。制⑥-5 

中央制御室代替照明設備の可搬型代

替照明は，蓄電池を内蔵しており，か

つ，蓄電池を適宜交換することで全交

流動力電源喪失発生から外部からの支

援が期待できるまでの７日間に必要な

照明の確保が可能な設計とする。制⑥-

6 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，蓄電池を内蔵しており，か

つ，蓄電池を適宜交換することで全交

流動力電源喪失発生から外部からの支

援が期待できるまでの７日間に必要な

照明の確保が可能な設計とする。制⑥-

7 

中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中

央制御室照明設備の運転保安灯及び直

流非常灯に給電するための設計基準対

象の施設と兼用する電気設備の一部で

ある受電開閉設備等に対して，中央制

御室代替照明設備に内蔵した蓄電池か

ら電力を供給することで，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

に対して多様性を有する設計とする。

制⑥-8 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯に給電するための設計基準対象の施

設と兼用する電気設備の一部である受

電開閉設備等に対して，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替

照明設備に内蔵した蓄電池から電力を

供給することで，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して多

様性を有する設計とする。制⑥-9 

中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，中

作，作業及び監視を適切に実施できる設

計とする。制⑥-5 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に

給電するための設計基準対象の施設と兼

用する電気設備の一部である受電開閉設

備等に対して，中央制御室代替照明設備

に内蔵した蓄電池から電力を供給するこ

とで，中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯に対して多様性を有する

設計とする。制⑥-8 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯に給電するため

の設計基準対象の施設と兼用する電気設

備の一部である受電開閉設備等に対し

て，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電

池から電力を供給することで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して多様性を有する設計とする。制⑥-

9 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，中央制御室

貯蔵施設の制御室に連絡する通路上の出

入管理区画配置概要図を第6.2.5－12 

図，第6.2.5－13 図にそれぞれ示す。◇1  

居住性を確保するための設備は，各重

大事故の有効性評価の対象としている事

象のうち，最も厳しい結果を与える臨界

事故の発生時において，実施組織要員の

マスクの着用及び交代要員体制を考慮せ

ず，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備による外気取入れにて

換気を実施している状況下において評価

し，制御室にとどまり必要な操作及び措

置を行う実施組織要員の実効線量が，７

日間で100ｍＳｖを超えない設計とす

る。◇1  

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における居住性に係る被

ばく評価結果は，上記状況下において約

3×10-3ｍＳｖであり，７日間で100ｍＳ

ｖを超えない。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の重大事故等対処設備の機器配

置概要図を第6.2.5－14 図～第6.2.5－

15 図に示す。◇1  

（１） 計測制御装置

重大事故等が発生した場合，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいて「6.2.1 計装設備」の重要監視パ

ラメータを監視並びに記録できる設備と

して計測制御装置を設置又は配備する。

また，計測制御装置のうち，設計基準対

象の施設と兼用する設備は，重大事故等

対処設備として位置付ける。◇2  

計測制御装置は，監視制御盤，安全系

監視制御盤及び情報把握計装設備で構成

し，重大事故等の発生要因に応じて対処

に有効な設備を使用し，監視及び記録す

る。◇2  

監視制御盤は，内的事象による安全機

能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等が発生した場

合において，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータを監視並びに記録

するための設備であり，常設重大事故等

対処設備として位置付ける。◇2  

安全系監視制御盤は，内的事象による

安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等が発生

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウトパ

ネル閉止装置は，全交流動力電源喪失時

においても常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

制⑥-6（P29 から） 

制⑥-7（P38 から） 
（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

可搬型（代替）照明の給電法方法の違いに

よる記載の相違。

＜不一致への手当て＞ 

許可整合のため、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

照明①（P4 から） 

照明④（P8 から） 
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央制御室代替照明設備のみで使用可能

とすることで，中央制御室照明設備の

運転保安灯及び直流非常灯に対して独

立性を有する設計とする。制⑥-10 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室代替照明設備のみで使用可能とする

ことで，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安

灯及び直流非常灯に対して独立性を有

する設計とする。制⑥-11 

中央制御室代替照明設備は，中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非

常灯と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，

故障時バックアップを含めて必要な数

量を中央制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，制御建

屋内にも保管することで，必要数及び

故障時バックアップを複数箇所に分散

して保管し，位置的分散を図る。制御

建屋内に保管する場合は運転保安灯及

び直流非常灯が設置される場所と異な

る場所に保管することで位置的分散を

図る設計とする。制⑥-12 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明

設備の運転保安灯及び直流非常灯と共

通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋にも保管することで，必要数及

び故障時バックアップを複数箇所に分

散して保管し，位置的分散を図る。使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管す

る場合は運転保安灯及び直流非常灯が

代替照明設備のみで使用可能とすること

で，中央制御室照明設備の運転保安灯及

び直流非常灯に対して独立性を有する設

計とする。制⑥-10 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設

備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要

因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備

のみで使用可能とすることで，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照

明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対

して独立性を有する設計とする。制⑥-

11 

中央制御室代替照明設備は，中央制御

室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯

と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を中央制

御室照明設備の運転保安灯及び直流非常

灯が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，制御建屋内にも保管する

ことで，必要数及び故障時バックアップ

を複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る。制御建屋内に保管する場合は

運転保安灯及び直流非常灯が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。制⑥-12 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運

転保安灯及び直流非常灯と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含

めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯

及び直流非常灯が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを複

数箇所に分散して保管し，位置的分散を

図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に

保管する場合は運転保安灯及び直流非常

灯が設置される場所と異なる場所に保管

した場合において，重要監視パラメータ

を監視するための設備であり，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇2  

情報把握計装設備は，外的事象による

安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合，並びに内的事象によ

る安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，重要監視パ

ラメータを監視並びに記録するための設

備であり，可搬型重大事故等対処設備と

して使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋可搬型情報表示装置を配備し，常

設重大事故等対処設備として情報把握計

装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用

無線装置を設置する。◇2  

情報把握計装設備用屋内伝送系統は，

6.2.1.3 主要設備及び仕様」の可搬型重

要計器にて計測した使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の重要監視パラメータを，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置に伝送するための系統である。ま

た，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型

情報収集装置で収集した重要監視パラメ

ータを建屋間伝送用無線装置に伝送する

ための系統である。さらに，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置で

収集した重要監視パラメータを使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

に伝送するための系統である。◇2  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び緊急時対策所へ

伝送するための系統である。◇2  

建屋間伝送用無線装置は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置が

収集した重要監視パラメータを制御建屋

可搬型情報収集装置及び「9.16.2.4 

(２)ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」

へ伝送するための系統である。◇2  

建屋間伝送用無線装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び「9.16.2.4(２)

ｅ．緊急時対策建屋情報把握設備」に対

し，重要監視パラメータを伝送すること

で，故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる共通要因に対して，

同時に必要な情報の把握機能が損なわれ

ることはない。◇2  
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設置される場所と異なる場所に保管す

ることで位置的分散を図る設計とす

る。制⑥-13 

中央制御室代替照明設備の可搬型代

替照明は，想定される重大事故等時に

実施組織要員が中央制御室で操作可能

な照明を確保するために必要な台数を

有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として76台，予備として故

障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを86台の合計162台以上を

確保する。制⑥-14 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実

施組織要員が使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照

明を確保するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必

要数として17台，予備として故障時及

び保守点検による待機除外時のバック

アップを19台の合計36台以上確保す

る。制⑥-15

中央制御室代替照明設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に保管し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。制⑥-16 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設

計とする。制⑥-17 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室代替照明設備

は，「第１章 共通事項」の「３．自

然現象」の「３．１ 地震による損傷

の防止」に基づく設計とすることで，

その機能を損なわない設計とする。制

⑥-18

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，

「第１章 共通事項」の「３．自然現

象」の「３．１ 地震による損傷の防

止」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。制⑥-19 

中央制御室代替照明設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，機能を損なわ

することで位置的分散を図る。制⑥-13 

中央制御室代替照明設備の可搬型代替

照明は，想定される重大事故等時に実施

組織要員が中央制御室で操作可能な照明

を確保するために必要な台数を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数と

して76台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを86

台の合計162台以上を確保する。制⑥-

14 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備の可搬型代替照明

は，想定される重大事故等時に実施組織

要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室で操作可能な照明を確保す

るために必要な台数を有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として17

台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを19台の合

計36台以上を確保する。制⑥-15 

中央制御室代替照明設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。制⑥-16 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。

制⑥-17 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室代替照明設備は，

「ロ．（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。制⑥-

18 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室代替照明設備は，「ロ．

（7）（ⅱ）（b）（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることで，その機

能を損なわない設計とする。制⑥-19 

中央制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の可搬型重要計器にて計測した重要

監視パラメータを収集する。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置にて収集した重要監視パラメ

ータは，建屋間伝送用無線装置を介し，

制御建屋可搬型情報収集装置に伝送す

る。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋での可搬型重要計器にて計測した重

要監視パラメータを記録する。◇2  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

情報収集装置にて収集した重要監視パラ

メータは，電磁的に記録及び保存し，電

源喪失により保存した記録が失われない

ようにするとともに帳票として出力でき

る。また，記録に必要な容量は，記録が

必要な期間に亘って保存できる容量を有

する。◇2  

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬型

表示装置は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に設置し，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置

にて収集した重要監視パラメータを監視

する。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，制御建屋可

搬型情報収集装置及び制御建屋可搬型情

報表示装置，「9.16.2.4 (２)ｅ．緊急

時対策建屋情報把握設備」の情報収集装

置及び情報表示装置と使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の重要監視パラメータを監

視及び記録することで，故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる

共通要因に対して，同時に必要な情報の

把握及び記録機能が損なわれることはな

い。◇2  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において情報把握計装設備が設

置されるまでの重要監視パラメータの監

視及び記録は，実施組織要員が「9.17 

通信連絡設備」の「9.17.2 重大事故等

対処施設」を用いて，所定の頻度（1 時

間30 分）で使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室に情報伝達し，監視

するとともに記録用紙に記録する。◇2  

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電

重大事故等時に，中央制御室内及び中央

制御室待避室内での操作並びに身体サー

ベイ，作業服の着替え等に必要な照度の

確保は，可搬型照明（ＳＡ）（個数 7

（予備 2））によりできる設計とする。 

中央制御室内及び中央制御室待避室内と

身体サーベイ，作業服の着替え等を行う

ための区画の照明は，計測制御系統施設

の可搬型照明（ＳＡ）を使用する。 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設備等の名称設定の違いによる記載の相違 

＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

照明②（P5 から） 

照明③（P7 から） 

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載。 
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ない設計とする。制⑥-20 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

⑥-21 

中央制御室代替照明設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。制⑥-22 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）の影響を受けない位置に保管す

ることにより，機能を損なわない設計

とする。制⑥-23 

中央制御室代替照明設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に独立して外

観点検，分解点検が可能な設計とす

る。制⑥-24 

中央制御室代替照明設備は，外観の

確認が可能な設計とする。制⑥-25 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観

点検，分解点検が可能な設計とする。

制⑥-26 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。制⑥-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室遮蔽設備は，制御室にとど

まる実施組織要員が過度の被ばくをう

とする。制⑥-20 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。制⑥-21 

 

中央制御室代替照明設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。制⑥-22 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

⑥-23 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。制

⑥-24 

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。制⑥-25 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。制⑥-26 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。制⑥-26 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 162 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を86 台） 

ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室代替照明設備 

可搬型代替照明 36 台（予備として

故障時及び待機除外時のバックアップを

19 台）□3  

 

（d） 制御室遮蔽設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室遮蔽設備は，制御室にとどまる実

施組織要員が過度の被ばくをうけないよ

源は，「9.2 電気設備」の「9.2.2 重大

事故等対処施設」の一部である受電開閉

設備等から給電する。◇2  

情報把握計装設備の電源は，情報把握

計装設備可搬型発電機及び「9.2電気設

備」の「9.2.2 重大事故等対処施設」の

一部である使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機で構成する。◇2  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報収集装置並びに使用済燃料受入れ及び

貯蔵建屋可搬型表示装置は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から，「6.2.1.4(２)ａ．(ｅ) 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための設備に必要な

計装設備」の可搬型計測ユニットを介し

て給電する。◇2  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇2  

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ) 監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ) 安全系監視制御盤（「6.1.4.4.2 使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室」と兼用） 

ⅲ) 情報把握計装設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

情報把握計装設備用屋内伝送系統 

建屋間伝送用無線装置 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

使用済燃料受入れ及び貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

重大事故等時のパラメータを監視及び

記録するための設備の系統概要図を第

6.2.5－８図及び第6.2.5－９図に示す。

◇2  

 

（２） 制御室換気設備 

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

で構成する。◇1  

制御室換気設備は，代替使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備するとと

もに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備を常設重大事故等対処設備と

して位置付ける。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待

避室），緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽

は，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室遮蔽設備に関する基本方針に違いは

ないが、事業許可申請書の記載表現が異な

る。 
＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

遮蔽①（P12 から） 
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けないよう，十分な壁厚さを有する設

計とする。制⑦-1 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中

央制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室

遮蔽で構成する。制⑦-2 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽

及び制御室遮蔽を常設重大事故等対処

設備として位置付ける。制⑦-3 

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発

生した場合において，代替制御建屋中

央制御室換気設備若しくは制御建屋中

央制御室換気設備の機能とあいまって

中央制御室にとどまる実施組織要員及

びＭＯＸ燃料加工施設から中央制御室

に移動する要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。制⑦

-4 

制御室遮蔽は，重大事故等が発生し

た場合において，代替使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の機能とあいまって使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室にとどまる実

施組織要員の実効線量が７日間で100ｍ

Ｓｖを超えない設計とする。制⑦-5 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用

することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。制⑦-6 

制御室遮蔽は，安全機能を有する施

設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。制⑦-7 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室遮蔽は，第１章 

共通事項」の「３．自然現象」の

「３．１ 地震による損傷の防止」に

基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。制⑦-8 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる制御室遮蔽は，第１章 共

通事項」の「３．自然現象」の「３．

１ 地震による損傷の防止」に基づく

設計とすることで，その機能を損なわ

ない設計とする。制⑦-9 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検が可能な設

計とする。制⑦-10 

う，十分な壁厚さを有する設計とする。

制⑦-1 

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央

制御室遮蔽並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で

構成する。制⑦-2 

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及

び制御室遮蔽を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。制⑦-3 

 

 

 

 

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する

施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。制⑦-6 

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設

として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。制⑦-7 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室遮蔽は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

損なわない設計とする。制⑦-8 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる制御室遮蔽は，「ロ． (７) 

(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることで，その機能を損なわ

ない設計とする。制⑦-9 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。制⑦-10 

a.代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，代替制御室送風機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトで構成する。◇1  

代替制御室送風機は，重大事故等発生

時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の制御室送風機の機能

喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室

内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許

容限界に達する前に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の換気が

可能な設計とする。制⑤-5 

代替制御室送風機は，代替電源設備の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から受電する設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機は，補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリから軽油を補給

できる設計とする。また，補機駆動用燃

料補給設備の軽油用タンクローリは, 補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽

油を補給できる設計とする。◇1  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1

ⅰ)代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

代替制御室送風機 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型ダクト 

ⅱ)代替電源設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 

ⅲ)代替所内電気設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル 

ⅳ)補機駆動用燃料補給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

軽油貯槽 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 

中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処

設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設

備としての基本方針に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び独立性並び

に位置的分散を考慮すべき対象の設計基

準事故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 

多様性，位置的分散等」に示す設計方針

は適用しない。 

制⑤-5（P24 へ） 

制⑦-4（P29 から） 

制⑦-5（P38 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室遮蔽設備を DB/SA 兼用設備として使

用する基本方針に違いはないが、事業変更許

可申請書の記載表現が異なる。

＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室遮蔽設備は、中央制御室

の他、使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室にも設け

るため、記載分けを行う。（以下、

同様。） 

遮蔽②（P12 から） 

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載。 

第 16条安全機能を有する施

設、第 36条重大事故等対処設

備に係る設計とのつながりと

して記載。 
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中央制御室遮蔽は，外観の確認が可

能な設計とする。制⑦-11 

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中

又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。制⑦-12 

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な

設計とする。制⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，制御室環境測定設備は，制御室内

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できる設計とする。制

⑧-1 

制御室環境測定設備は，中央制御室

環境測定設備及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設

備で構成する。制⑧-2 

中央制御室環境測定設備は，可搬型

酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計

及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。

制⑧-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。制

⑧-4 

中央制御室環境測定設備は，制御建

屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した

外部保管エリアに保管するとともに，

対処を行う建屋内にも保管すること

で，必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分

散を図る設計とする。制⑧-5 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保

管するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋にも保管することで，必要数

及び故障時バックアップを複数箇所に

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

な設計とする。制⑦-11 

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。制⑦-12 

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。制⑦-13 

［常設重大事故等対処設備］ 

ⅰ） 中央制御室遮蔽（「ヘ．（４）

（ｉ）制御室等」と兼用）厚さ 約１．

０ｍ以上 

ⅱ） 制御室遮蔽（「ヘ．（４）（ｉ）制

御室等」と兼用）厚さ 約１．０ｍ以上

□3  

 

（e） 制御室環境測定設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室環境測定設備は，制御室内の酸素

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度が活動に支障がない範囲にあることを

把握できる設計とする。制⑧-1 

 

制御室環境測定設備は，中央制御室環

境測定設備及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構

成する。制⑧-2 

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。制⑧-3 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。制⑧-4 

 

中央制御室環境測定設備は，制御建屋

から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋内にも保管することで，必要

数及び故障時バックアップを複数箇所に

分散して保管し，位置的分散を図る。

制⑧-5 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距

離を確保した外部保管エリアに保管する

とともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

にも保管することで，必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，制御室送風機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の換気ダク

トで構成する。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，重大事故等の発生の起因とな

る安全機能の喪失の要因に応じて対処に

有効な設備を使用することとし，内的事

象による安全機能の喪失を要因とした全

交流動力電源の喪失を伴わない重大事故

等の発生時には，設計基準対象の施設の

一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用する設計とする。

制⑤-7 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

ⅰ)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

ⅱ)所内高圧系統 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9

ｋＶ非常用母線（「9.2.1.4.3 所内高圧

系統」と兼用） 

ⅲ)所内低圧系統 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460 

Ｖ非常用母線（「9.2.1.4.4 所内低圧系

統」と兼用） 

ⅳ)計測制御装置 

［常設重大事故等対処設備］ 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系

監視制御盤（「6.1.4.4.2 使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」と兼

用） 

重大事故等時の使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の系統概要図を

第6.2.5－16 図及び第6.2.5－17 図に示

す。◇1  

 

（３） 制御室照明設備 

制御室照明設備は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設

備で構成する。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，計測制御

系統施設の酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を使用し，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住性を確保できる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑤-7（P23 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉との設備構成の違い（再処理施設では

酸素濃度と二酸化炭素濃度に加えて、窒素酸

化物濃度も測定）を踏まえた記載の相違。 
＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

環境②（P7 から） 

第 16条安全機能を有する施

設、第 36条重大事故等対処設

備に係る設計とのつながりと

して記載。 
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分散して保管し，位置的分散を図る設

計とする。制⑧-6 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及

び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制

御室の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び

窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要

な台数を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として各１個を１セ

ットとして，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアッ

プを２セットの合計３セット以上を確

保する設計とする。制⑧-7 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び

可搬型窒素酸化物濃度計は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素

酸化物濃度が活動に支障がない範囲内

にあることを測定するために必要な台

数を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として各１個を１セット

として，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを

２セットの合計３セット以上を確保す

る設計とする。制⑧-8 

中央制御室環境測定設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御

建屋に保管し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。制⑧-9 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設

計とする。制⑧-10 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室環境測定設備

は，第１章 共通事項」の「３．自然

現象」の「３．１ 地震による損傷の

防止」に基づく設計とすることで，そ

の機能を損なわない設計とする。制⑧-

11 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，

第１章 共通事項」の「３．自然現

象」の「３．１ 地震による損傷の防

止」に基づく設計とすることで，その

し，位置的分散を図る。制⑧-6 

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素

濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可

搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度が活動に支障がない範囲内にある

ことを測定するために必要な台数を有す

る設計とするとともに，保有数は，必要

数として各１個を１セットとして，予備

として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを２セットの合計３

セット以上を確保する。制⑧-7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型

窒素酸化物濃度計は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

が活動に支障がない範囲内にあることを

測定するために必要な台数を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て各１個を１セットとして，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを２セットの合計３セット

以上を確保する。制⑧-8 

中央制御室環境測定設備は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる制御建屋

に保管し，風（台風等）により機能を損

なわない設計とする。制⑧-9 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風等）

により機能を損なわない設計とする。

制⑧-10 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室環境測定設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。制⑧-11 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室環境測定設備は，「ロ． 

(７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで，その機能を

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，可搬型代替照

明を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。◇1  

可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵して

おり，かつ，蓄電池を適宜交換すること

で全交流動力電源喪失発生から外部から

の支援が期待できるまでの７日間に必要

な照明の確保が可能な設計とする。制

⑥-7

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型代替照明 

（４） 制御室遮蔽設備

制御室遮蔽設備は，制御室遮蔽で構成

する。 

制御室遮蔽は，制御室遮蔽を常設重大

事故等対処設備として位置付ける。◇1  

制御室遮蔽は，重大事故等が発生した

場合において，代替使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室にとどまる実施組織要員の

実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな

い設計とする。制⑦-5 

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1

i) 制御室遮蔽

［常設重大事故等対処設備］

制御室遮蔽（「6.1.4.4.2使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

（５） 制御室環境測定設備

制御室環境測定設備は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測

定設備で構成する。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃

度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬

型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。◇1  

可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素

濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，

重大事故等が発生した場合においても，

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷が

発生した場合において，中央制御室内及

び中央制御室待避室内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲に

あることを把握できるよう，酸素濃度計

（個数 1（予備 1））及び二酸化炭素濃

度計（個数 1（予備 1））を中央制御室

内に保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

制⑧-7（P39 から） 

制⑥-7（P32 へ） 

制⑧-8（P39 から） 

制⑦-5（P36 へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室環境測定設備は、中央制

御室の他、使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室にも

設けるため、記載分けを行う。 

（以下、同様。） 

環境①（P5 から） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉との設備構成の違い（再処理施設では

酸素濃度と二酸化炭素濃度に加えて、窒素酸

化物濃度も測定）を踏まえた記載の相違。

＜不一致への手当て＞ 

許可整合の観点から、事業変更許可申請書に

合わせて記載する。 

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとして

記載。 
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機能を損なわない設計とする。制⑧-12 

中央制御室環境測定設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の

内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。制⑧-13 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

⑧-14 

中央制御室環境測定設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。制⑧-15 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）の影響を受けない位置に保管す

ることにより，機能を損なわない設計

とする。制⑧-16 

中央制御室環境測定設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，

分解点検が可能な設計とする。制⑧-17 

中央制御室環境測定設備は，外観の

確認が可能な設計とする。制⑧-18 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。制⑧-19 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。制⑧-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損なわない設計とする。制⑧-12 

中央制御室環境測定設備は，内部発生

飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計

とする。制⑧-13 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。制⑧-14 

 

中央制御室環境測定設備は，配管の全

周破断に対して，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。制⑧-15 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の

影響を受けない位置に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。制

⑧-16 

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。制⑧-17 

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。制⑧-18 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。制⑧-19 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。制⑧-20 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

i) 中央制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備とし

て故障時及び待機除外時のバックアップ

を２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台（予

備として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３ 台（予

備として故障時及び待機除外時のバック

アップを２台）制⑧-7 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及

び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇1  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計◇1  

 

（６） 制御室放射線計測設備 

制御室放射線計測設備は，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制

御室放射線計測設備で構成する。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の制御室放射線計測設備は，ガ

ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。◇1  

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，重大事故等が発生した場合にお

いて，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の線量当量率及び空気中

の放射性物質濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できる設計とする。

◇1  

主要な設備は，以下のとおりとする。

◇1  

i)使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

 

6.2.5.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18（４）

ｂ．試験・検査性」に示す。◇2  

 

１）計測制御装置 

監視制御盤，安全系監視制御盤及び情

報把握計装設備は，再処理施設の運転中

又は停止中に，模擬入力による機能，性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑧-7（P38 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑧-8（P38 へ） 

 

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとして

記載。 
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重大事故等が発生した場合におい

て，制御室放射線計測設備は，制御室

内の線量当量率及び空気中の放射性物

質濃度が活動に支障がない範囲にある

ことを把握できる設計とする。制⑨-1 

制御室放射線計測設備は，中央制御

室放射線計測設備並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射

線計測設備で構成する。制⑨-2 

中央制御室放射線計測設備は，ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。制⑨-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）を可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。制⑨-4 

中央制御室放射線計測設備は，制御

建屋内に必要数及び故障時バックアッ

プを複数箇所に分散して保管し，位置

的分散を図る設計とする。制⑨-5 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び

故障時バックアップを複数箇所に分散

して保管し，位置的分散を図る設計と

する。制⑨-6 

中央制御室放射線計測設備のガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，中央制御室の実効線量が活動

に支障がない範囲内にあることを測定

するために必要な台数を有する設計と

設の制御室環境測定設備 

可搬型酸素濃度計 ３ 台（予備と

して故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 

可搬型二酸化炭素濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台） 

可搬型窒素酸化物濃度計 ３ 台

（予備として故障時及び待機除外時のバ

ックアップを２台）制⑧-8 

 

（f） 制御室放射線計測設備 

重大事故等が発生した場合において，

制御室放射線計測設備は，制御室内の線

量当量率及び空気中の放射性物質濃度が

活動に支障がない範囲にあることを把握

できる設計とする。制⑨-1 

制御室放射線計測設備は，中央制御室

放射線計測設備並びに使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測

設備で構成する。制⑨-2 

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可

搬型重大事故等対処設備として配備す

る。制⑨-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可

搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。制

⑨-4 

中央制御室放射線計測設備は，制御建

屋内に必要数及び故障時バックアップを

複数箇所に分散して保管し，位置的分散

を図る。制⑨-5 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時

バックアップを複数箇所に分散して保管

し，位置的分散を図る。制⑨-6 

 

中央制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，中央

制御室の実効線量が活動に支障がない範

囲内にあることを測定するために必要な

台数を有する設計とするとともに，保有

能確認（表示）及び外観確認が可能な設

計とする。◇2  

 

２）制御室換気設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

制御建屋中央制御室換気設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点検，

性能確認，分解点検が可能な設計とす

る。◇1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，性能確認，分解点検が可

能な設計とする。◇1  

（ｂ）可搬型重大事故等対処設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に独立し

て外観点検，分解点検が可能な設計とす

る。◇1  

代替制御建屋中央制御室換気設備は，

外観の確認が可能な設計とする。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，再処理施設の運転中又は

停止中に独立して外観点検，分解点検が

可能な設計とする。◇1  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備は，外観の確認が可能な設計

とする。◇1  

 

３）制御室照明設備 

（ａ）可搬型重大事故等対処設備 

中央制御室代替照明設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，分解点検が可能な設計とする。◇1  

中央制御室代替照明設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に独立して外観点検，

分解点検が可能な設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇1  

 

４）制御室遮蔽設備 

（ａ）常設重大事故等対処設備 

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検が可能な設計と

する。◇1  

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑨-7（P42 から） 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室放射線計測設備は、中央

制御室の他、使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室に

も設けるため、記載分けを行う。

（以下、同様。） 
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する。 

なお、中央制御室放射線計測設備の

うち，可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）

については，必要数として１台，予備

として故障時バックアップを１台の合

計２台設ける設計とする。制⑨-7 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）は，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に

支障がない範囲内にあることを測定す

るために必要な台数を有する設計とす

る。 

なお，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室放射線計測設備のう

ち，可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）に

ついては，必要数として１台，予備と

して故障時バックアップを１台の合計

２台設ける設計とする。制⑨-8 

中央制御室放射線計測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる制

御建屋に保管し，風（台風）等により

機能を損なわない設計とする。制⑨-9 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設

計とする。制⑨-10 

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる中央制御室放射線計測設備

は，「第１章 共通事項」の「３．自

然現象」の「３．１ 地震による損傷

の防止」に基づく設計とすることで，

その機能を損なわない設計とする。制

⑨-11

地震を要因として発生した場合に対

処に用いる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室放射線計測設備

は，「第１章 共通事項」の「３．自

然現象」の「３．１ 地震による損傷

の防止」に基づく設計とすることで，

その機能を損なわない設計とする。制

⑨-12

中央制御室放射線計測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋

数は，必要数として各１個を１セット，

予備として故障時バックアップを１セッ

トの合計２セット以上を確保する。制

⑨-7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備のガンマ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

実効線量が活動に支障がない範囲内にあ

ることを測定するために必要な台数を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として各１個を１セット，予備とし

て故障時バックアップを１セットの合計

２セット以上を確保する。制⑨-8 

中央制御室放射線計測設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建

屋に保管し，風（台風等）により機能を

損なわない設計とする。制⑨-9 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に保管し，風（台風

等）により機能を損なわない設計とす

る。制⑨-10 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる中央制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。制⑨-11 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室放射線計測設備は，

「ロ． (７) (ⅱ) (ｂ)（ホ）地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで，その

機能を損なわない設計とする。制⑨-12 

中央制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋の内

な設計とする。◇1  

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検が可能な設計とす

る。◇1  

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設

計とする。◇1  

５）制御室環境測定設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備

中央制御室環境測定設備は，再処理施

設の運転中又は停止中に外観点検，分解

点検が可能な設計とする。◇1  

中央制御室環境測定設備は，外観の確

認が可能な設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，分解点検

が可能な設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室環境測定設備は，外観の確認が

可能な設計とする。◇1  

６）制御室放射線計測設備

（ａ）可搬型重大事故等対処設備

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。◇1  

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。◇1  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。◇1  

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（1/8） 

1 .計測制御装置 

a )常設重大事故等対処設備 

ⅰ)監視制御盤(「6.1.4.4.1 中央制御

室」と兼用) 

個 数 １式 

ⅱ)安全系監視制御盤(「6.1.4.4.1 中

央制御室」と兼用) 

個 数 １式◇2  

b )情報把握計装設備 

i )常設重大事故等対処設備 

制⑨-8（P43 から） 

第 33条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載。 

【許可からの変更点】 

制御室放射線計測設備のうち

可搬型ダストサンプラ（SA）のみ

が設備グレード②-a であるた

め、可搬型ダストサンプラ（SA）

の仕様記載である数量を分けて

記載。

【許可からの変更点】 

制御室放射線計測設備のうち

可搬型ダストサンプラ（SA）のみ

が設備グレード②-a であるた

め、可搬型ダストサンプラ（SA）

の仕様記載である数量を分けて

記載。
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の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。制⑨-13 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。

制⑨-14 

中央制御室放射線計測設備は，配管

の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない位置に保

管することにより，機能を損なわない

設計とする。制⑨-15 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管

することにより，機能を損なわない設

計とする。制⑨-16 

中央制御室放射線計測設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に外観点

検，分解点検が可能な設計とする。制

⑨-17 

中央制御室放射線計測設備は，外観

の確認が可能な設計とする。制⑨-18 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，

分解点検が可能な設計とする。制⑨-19 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。制⑨-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設

計とする。制⑨-13 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。制⑨-14 

 

中央制御室放射線計測設備は，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とす

る。制⑨-15 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

の影響を受けない位置に保管することに

より，機能を損なわない設計とする。

制⑨-16 

中央制御室放射線計測設備は，再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分

解点検が可能な設計とする。制⑨-17 

 

中央制御室放射線計測設備は，外観の

確認が可能な設計とする。制⑨-18 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，分解点

検が可能な設計とする。制⑨-19 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備は，外観の確認

が可能な設計とする。制⑨-20 

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ⅰ）中央制御室放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台）□3  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台）制⑨-7 

ii) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室 

b - 1 )情報把握計装設備用屋内伝送系統 

系 統 14 系統（うち予備７系

統） 

b - 2 )建屋間伝送用無線装置 

系 統 14 系統（うち予備７系

統） 

ⅱ)可搬型重大事故等対処設備 

b - 3 )前処理建屋可搬型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 4 )分離建屋可搬型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台）◇2  

 

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（2/8） 

b - 5 )精製建屋可搬型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 6 )ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 7 )高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 8 )制御建屋可搬型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 9 )使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 1 0 )制御建屋可搬型情報表示装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 1 1 )使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報表示装置 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台）◇2  

 

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（3/8） 

b - 1 2 )第１保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 1 3 )第２保管庫・貯水所可搬型情報

収集装置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑨-7（P40 へ） 
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放射線計測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ（ＳＡ）

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台）□3  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

２ 台（予備として故障時のバックア

ップを１台）制⑨-8 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 1 4 )情報把握計装設備可搬型発電機

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台 数 ５ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを３台）

◇2

2 .制御室換気設備 

a )代替制御建屋中央制御室換気設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 ) 代替中央制御室送風機 

台 数 ５ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを３台） 

容 量 約2,600ｍ３／ｈ／台◇3  

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（4/8） 

a - 2 )制御建屋の可搬型ダクト 

数 量 約300ｍ／式（予備とし

て故障時のバックアップを１式） 

b )制御建屋中央制御室換気設備 

i )常設重大事故等対処設備 

b - 1 )中央制御室送風機（「6.1.4.4.1 

中央制御室」と兼用） 

台 数 ２ （うち予備１台） 

容 量 約11万ｍ３／ｈ／台 

b - 2 )制御建屋の換気ダクト

（「6.1.4.4.1 中央制御室」と兼用) 

系 統 １◇3  

c )代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

c - 1 )代替制御室送風機 

台 数 ３ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

容 量 約2,600ｍ３／ｈ／台 

c - 2 )使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト 

数 量 約300ｍ／式（予備とし

て故障時のバックアップを１式）◇3  

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（5/8） 

d ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備 

i )常設重大事故等対処設備 

d - 1 )制御室送風機（「6.1.4.4.2 使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用） 

台 数 ２ （うち予備１台） 

制⑨-8（P41 へ） 
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容 量 約６万ｍ３／ｈ／台 

d - 2 )使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施

設の換気ダクト（「6.1.4.4.2 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」

と兼用） 

系 統 １◇3  

3 .制御室照明設備 

a )中央制御室代替照明設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 )可搬型代替照明 

台 数162(予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを86台） 

b )使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室代替照明設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

b - 1 )可搬型代替照明 

台 数 36（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを19台）◇3  

 

第6.2.5－１表 制御室（重大事故等時） 

の設備仕様（6/8） 

4 .制御室遮蔽設備 

a )中央制御室遮蔽 

i )常設重大事故等対処設備 

a - 1 )中央制御室遮蔽（「6.1.4.4.1 中

央制御室」と兼用) 

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ 以上 

材 料 コンクリート 

b )制御室遮蔽 

i )常設重大事故等対処設備 

b - 1 )制御室遮蔽（「6.1.4.4.2 使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室」と兼用) 

外部遮蔽 厚さ 約1.0ｍ 以上 

材 料 コンクリート◇3  

5 .制御室環境測定設備 

a )中央制御室環境測定設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 )可搬型酸素濃度計 

台 数 ３ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

a - 2 )可搬型二酸化炭素濃度計 

台 数 ３ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台）

◇3  

 

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（7/8） 

a - 3 )可搬型窒素酸化物濃度計 

台 数３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 
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b )使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室環境測定設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

b - 1 )可搬型酸素濃度計 

台 数３（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２台） 

b - 2 )可搬型二酸化炭素濃度計 

台 数 ３ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

b - 3 )可搬型窒素酸化物濃度計 

台 数 ３ （予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを２台） 

6 .制御室放射線計測設備 

a )中央制御室放射線計測設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

a - 1 )ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ） 

台 数２（予備として故障時の

バックアップを１台）◇3  

 

第6.2.5－１表(1) 制御室（重大事故等

時）の設備仕様（8/8） 

a - 2 )アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ） 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

a - 3 )可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b )使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室放射線計測設備 

i )可搬型重大事故等対処設備 

b - 1 )ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ） 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 2 )アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ） 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台） 

b - 3 )可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

台 数 ２ （予備として故障時

のバックアップを１台）◇3  

 

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(1/8） 

１．計測制御装置 

(１) 計測制御装置に関連する受電開閉設

備 

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（46 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．受電開閉設備 

ｂ．受電変圧器 

(２) 計測制御装置に関連する所内高圧系

統

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．6.9ｋＶ非常用主母線 

ｂ．6.9ｋＶ運転予備用主母線 

ｃ．6.9ｋＶ常用主母線 

ｄ．6.9ｋＶ非常用母線 

ｅ．6.9ｋＶ運転予備用母線 

ｆ．6.9ｋＶ常用母線◇2  

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故

時）に関連する電気設備の概略仕様

(2/8） 

(３) 計測制御装置に関連する所内低圧系

統

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．460Ｖ非常用母線 

ｂ．460Ｖ運転予備用母線 

(４) 計測制御装置に関連する直流電源設

備

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．第１非常用直流電源設備 

ｂ．第２非常用直流電源設備 

(５) 計測制御装置に関連する計測制御用

交流電源設備

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．計測制御用交流電源設備◇2  

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(3/8） 

(６) 計測制御装置に関連する代替電源設

備
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（47 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．前処理建屋可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約80ｋＶＡ／台 

ｂ．分離建屋可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約80ｋＶＡ／台 

ｃ．制御建屋可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約80ｋＶＡ／台 

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約80ｋＶＡ／台 

ｅ．高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機 

使用数量 １台 

容 量 約80ｋＶＡ／台 

ｆ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約200ｋＶＡ／台◇2  

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(4/8） 

(７) 計測制御装置に関連する代替所内電

気設備

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

〔常設重大事故等対処設備〕 

ａ．前処理建屋の重大事故対処用母線

（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

使用数量 １系統 

ｂ．分離建屋の重大事故対処用母線（常

設分電盤，常設電源ケーブル） 

使用数量 １系統 

ｃ．精製建屋の重大事故対処用母線（常

設分電盤，常設電源ケーブル） 

使用数量 １系統 

ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の重大事故対処用母線（常設分 

電盤，常設電源ケーブル） 

使用数量 １系統 

ｅ．高レベル廃液ガラス固化建屋の重大

事故対処用母線（常設分電盤，常設電源

ケーブル）
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（48 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
使用数量 １系統 

〔可搬型重大事故等対処設備〕 

ｆ．前処理建屋の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約190ｍ×３本 

ｇ．分離建屋の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約170ｍ×３本 

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(5/8） 

ｈ．精製建屋の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約200ｍ×３本 

ｉ．制御建屋の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約350ｍ×３本 

ｊ．ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約160ｍ×３本 

ｋ．高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬

型電源ケーブル 

使用数量 約470ｍ×３本 

ｌ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約120ｍ×３本◇2  

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(6/8） 

２．制御室換気設備 

(１) 制御室換気設備に関連する受電開閉

設備

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．受電開閉設備 

ｂ．受電変圧器 

(２) 制御室（重大事故時）に関連する所

内高圧系統

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等対

処設備及び可搬型重大事故等対処設備の

主要機器仕様」に記載する。

［常設重大事故等対処設備］

ａ．6.9ｋＶ非常用主母線

ｂ．6.9ｋＶ常用主母線

(３) 制御室換気設備に関連する所内低圧

系統

［常設重大事故等対処設備］

ａ．460Ｖ非常用母線◇2  

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（49 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
時）に関連する電気設備の概略仕様

(7/8） 

(４) 制御室換気設備に関連する代替電源

設備

詳細は「第9.2－10表 常設重大事故等

対処設備及び可搬型重大事故等対処設備

の主要機器仕様」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．制御建屋可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約80ｋＶＡ／台 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機 

使用数量 １台 

容 量 約200ｋＶＡ／台 

(５) 制御室換気設備に関連する代替所内

電気設備

詳細は「第9.2－10 表 常設重大事故

等対処設備及び可搬型重大事故等対処設

備の主要機器仕様」に記載する。） 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

ａ．制御建屋の可搬型分電盤 

使用数量 １面 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型分電盤 

使用数量 １面 

ｃ．制御建屋の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約50ｍ×３本◇2  

第6.2.5－１表(2) 制御室（重大事故等

時）に関連する電気設備の概略仕様

(8/8） 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル 

使用数量 約120ｍ×３本◇2  

第6.2.5－１表(3) 制御室（重大事故等

時）に関連する補機駆動用燃料補給設備

の概略仕様（1/2） 

１．計測制御装置 

(１) 計測制御装置に関連する補機駆動用

燃料補給設備

詳細は「第9.14－１表 補機駆動用燃

料補給設備の設備仕様」に記載する。 

［可搬型重大事故等対処設備] 

ｃ．軽油用タンクローリ 

使用数量 ４台◇2  

第6.2.5－１表(3) 制御室（重大事故等

時）に関連する補機駆動用燃料補給設備
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第四十八条 （制御室）（50 / 50） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
の概略仕様（2/2） 

２．制御室換気設備 

(１) 制御室換気設備に関連する補機駆動

用燃料補給設備

詳細は「第9.14－１表 補機駆動用燃

料補給設備の設備仕様」に記載する。 

［常設重大事故等対処設備］ 

ａ．第１軽油貯槽 

使用数量 ４基 

容 量 約100ｍ３／基 

ｂ．第２軽油貯槽 

使用数量 ４基 

容 量 約100ｍ３／基 

［可搬型重大事故等対処設備] 

ｃ．軽油用タンクローリ 

使用数量 ４台◇2  
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別紙１② 

第四十八条（制御室） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

制① 
制御室にとどまるために必要な居

住性の確保に関する内容 

技術基準規則（第四十八条）の要求事項を

受けている内容 
１項 － h 

制② 

実施組織要員の実効線量が 7 日間

で 100mSv を超えない設計に関す

る内容 

技術基準規則（第四十八条）の要求事項を

受けている内容 
１項 － h 

制③ 
制御室への汚染の持込み防止に関

する内容 

技術基準規則（第四十八条）の要求事項を

受けている内容 
１項 － h 

制④ 
計測制御装置の技術基準規則（第

四十七条）要求に関する内容 

技術基準規則（第四十七条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十八

条）の設備に考慮すべき内容 

－ － a～g,i 

制⑤ 
制御室換気設備の技術基準規則

（第三十六条）要求に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十八

条）の設備に考慮すべき内容 

－ － a～g,i 

制⑥ 
制御室照明設備の技術基準規則

（第三十六条）要求に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十八

条）の設備に考慮すべき内容 

－ － a,c,d,g,i 

制⑦ 
制御室遮蔽設備の技術基準規則

（第三十六条）要求に関する内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十八

条）の設備に考慮すべき内容 

－ － a,c,d,i 

制⑧ 

制御室環境測定設備の技術基準規

則（第三十六条）要求に関する内

容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十八

条）の設備に考慮すべき内容 

－ － a,c,d,g,i 

制⑨ 

制御室放射線計測設備の技術基準

規則（第三十六条）要求に関する

内容 

技術基準規則（第三十六条）に基づく共通

設計方針のうち，技術基準規則（第四十八

条）の設備に考慮すべき内容 

－ － a,c,d,g,i 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1 重複記載 
前後術の本文に重複した記載があることから，基本設

計方針に記載しない。 
－ 

□2 他条文との重複記載 

技術基準規則（第四十八条）以外の基本設計方針にて

重複した記載があることから，基本設計方針に記載し

ない。 

－ 

□3  設備仕様 仕様表にて記載する。 － 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1 重複記載 
事業変更許可申請書本文又は添付書類内の記載と重複

する内容であるため，記載しない。 
－ 
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別紙１② 

◇2 他条文との重複記載 

技術基準規則（第四十八条）以外の基本設計方針にて

重複した記載があることから，基本設計方針に記載し

ない。 

－ 

◇3 設備仕様 仕様表にて記載する。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 添付Ⅳ 耐震性に関する説明書 

b 添付Ⅵ-1-1-1 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

c 添付Ⅵ-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

d 
添付Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 

e 添付Ⅵ-1-1-6 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 

f 添付Ⅵ-1-1-7 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書 

g 添付Ⅵ-1-1-8 再処理施設の内部飛散物による損傷防止に関する説明書 

h 添付Ⅵ-1-3 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 

i 

添付Ⅵ-2 再処理施設に関する図面 

【Ⅵ-2-1 構内配置図】 

【Ⅵ-2-3 系統図】 

【Ⅵ-2-4 配置図】 

【Ⅵ-2-5 構造図】 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

重大事故等が発生した場合において，制御室にとどまり必要な操作，
監視及び措置を行う実施組織要員がとどまるために必要な居住性を確
保するための重大事故等対処施設を設置及び保管する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2

制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制御室換気設
備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制御
室放射線計測設備で構成する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
制御室（制御室）
　計測制御装置
　制御室照明設備
　制御室遮蔽設備
　制御室環境測定設備
　制御室放射線計測設備

基本方針
対象選定

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3

計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，
制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，設計基準事故及び
重大事故等を考慮した設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
制御室（制御室）
　計測制御装置
　制御室照明設備
　制御室遮蔽設備
　制御室環境測定設備
　制御室放射線計測設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象のう
ち， も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失を要因とする「冷
却機能の喪失による蒸発乾固」と「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の重畳において，実施組織要員のマスクの着用及び交代要
員体制を考慮せず，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設
備による外気取入れにて換気を実施している状況下において評価し，
中央制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員及びＭ
ＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効線量が，７日
間で100ｍＳｖを超えない設計とする。

評価要求 （中央制御室にとどまる実施組織要
員の実効線量）

評価（居住性評価）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大事故の有効
性評価の対象としている事象のうち， も厳しい結果を与える臨界事
故時において，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮
せず，制御室換気設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備による外気取入れにて換気を実施している状況下において評価
し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な
操作及び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを
超えない設計とする。

評価要求 （使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室にとどまる実施組織要
員の実効線量）

評価（居住性評価）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により汚染した
ような状況下において，実施組織要員が中央制御室の外側から中央制
御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，出入管
理建屋から中央制御室に連絡する通路上又は制御建屋の外から中央制
御室に連絡する通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身
体汚染検査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」とい
う。）を設ける設計とする。

運用要求 （出入管理建屋から中央制御室に連
絡する通路上又は制御建屋の外から
中央制御室に連絡する通路上に設け
る出入管理区画）

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が放射性物質に
より汚染したような状況下において，実施組織要員が使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止す
るため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設ける設
計とする。

運用要求 （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外
から使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に連絡する通路上に
設ける出入管理区画）

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8

出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の近傍に予備
品を含め必要数以上を配備することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求 （出入管理区画用資機材） 基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9

制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備は，制御
室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備
及び制御室放射線計測設備で構成する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
制御室（制御室）
　制御室照明設備
　制御室遮蔽設備
　制御室環境測定設備
　制御室放射線計測設備

基本方針
対象選定

【制御室の機能に関する基本方針】
制御室の機能の基本方針（設備構成）について
説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10

重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記
録できる設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

11

計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設
備で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤
　　安全系監視制御盤
　　情報把握計装設備

基本方針
対象選定

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

12

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監
視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するため
の設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付ける。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

13

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全
交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設
備であり，常設重大事故等対処設備として位置付ける。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　安全系監視制御盤

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

14

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象の
うち全交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，
並びに内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生
した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
を監視並びに記録するための設備であり，可搬型重大事故等対処設備
として配備し，常設重大事故等対処設備として設置する。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

16

情報把握計装設備は，中央制御室及び緊急時対策所に同様の情報を伝
送することにより，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
による共通要因に対して，同時に必要な情報の把握機能が損なわれな
い設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

17

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，「7.1　電気設備」の一部
である受電開閉設備等から給電する設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤
　　安全系監視制御盤

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【制御室の居住性評価】
制御室の居住性評価結果について説明する。

― ― ― ― ― ― ―15

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設
備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処
設備である前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集
装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収
集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設
備可搬型発電機で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備
　　・情報把握計装設備用屋内伝送
系統
　　・建屋間伝送用無線装置
　　・前処理建屋可搬型情報収集装
置
　　・分離建屋可搬型情報収集装置
　　・精製建屋可搬型情報収集装置
　　・ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋可搬型情報収集装置
　　・高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報収集装置
　　・使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設可搬型情報収集装置
　　・第1保管庫・貯水所可搬型情報
収集装置
　　・第2保管庫・貯水所可搬型情報
収集装置
　　・制御建屋可搬型情報表示装置
　　・使用済燃料の受入れ・貯蔵建
屋可搬型情報表示装置
　　・情報把握計装設備可搬型発電
機

基本方針
対象選定

― ― ― ―

基本設計方針 添付書類　構成
項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室の機能に関する基本方針】
制御室の機能の基本方針（設備構成）について
説明する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【出入管理区画に関する基本方針】
制御室への汚染の持ち込みを防止するための出
入管理区画について、基本方針（設備概要）や
資機材等について説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【計測制御装置の機能に関する基本方針】
制御室に設ける計測制御装置の基本方針（設備
構成、設計方針）について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

1

重大事故等が発生した場合において，制御室にとどまり必要な操作，
監視及び措置を行う実施組織要員がとどまるために必要な居住性を確
保するための重大事故等対処施設を設置及び保管する。

冒頭宣言

2

制御室に必要な重大事故等対処設備は，計測制御装置，制御室換気設
備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備及び制御
室放射線計測設備で構成する。

設置要求

3

計測制御装置，制御室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，
制御室環境測定設備及び制御室放射線計測設備は，設計基準事故及び
重大事故等を考慮した設計とする。

設置要求

4

中央制御室は，各重大事故の有効性評価の対象としている事象のう
ち， も厳しい結果を与える全交流動力電源の喪失を要因とする「冷
却機能の喪失による蒸発乾固」と「放射線分解により発生する水素に
よる爆発」の重畳において，実施組織要員のマスクの着用及び交代要
員体制を考慮せず，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室換気設
備による外気取入れにて換気を実施している状況下において評価し，
中央制御室にとどまり必要な操作及び措置を行う実施組織要員及びＭ
ＯＸ燃料加工施設から中央制御室に移動する要員の実効線量が，７日
間で100ｍＳｖを超えない設計とする。

評価要求

5

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，各重大事故の有効
性評価の対象としている事象のうち， も厳しい結果を与える臨界事
故時において，実施組織要員のマスクの着用及び交代要員体制を考慮
せず，制御室換気設備の代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備による外気取入れにて換気を実施している状況下において評価
し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまり必要な
操作及び措置を行う実施組織要員の実効線量が，７日間で100ｍＳｖを
超えない設計とする。

評価要求

6

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により汚染した
ような状況下において，実施組織要員が中央制御室の外側から中央制
御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，出入管
理建屋から中央制御室に連絡する通路上又は制御建屋の外から中央制
御室に連絡する通路上に作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身
体汚染検査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」とい
う。）を設ける設計とする。

運用要求

7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側が放射性物質に
より汚染したような状況下において，実施組織要員が使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外側から使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止す
るため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の外から使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室に連絡する通路上に出入管理区画を設ける設
計とする。

運用要求

8

出入管理区画用資機材は，出入管理区画を設置する場所の近傍に予備
品を含め必要数以上を配備することを保安規定に定めて，管理する。

運用要求

9

制御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備は，制御
室換気設備，制御室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環境測定設備
及び制御室放射線計測設備で構成する。

設置要求

10

重大事故等が発生した場合において，計測制御装置は，制御室におい
て，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記
録できる設計とする。

設置要求

11

計測制御装置は，監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設
備で構成する。

設置要求

12

監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動
力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，重要監
視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視並びに記録するため
の設備であり，常設重大事故等対処設備として位置付ける。

設置要求

13

安全系監視制御盤は，内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全
交流動力電源の喪失を伴わない重大事故等が発生した場合において，
重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視するための設
備であり，常設重大事故等対処設備として位置付ける。

設置要求

14

情報把握計装設備は，外的事象による安全機能の喪失及び内的事象の
うち全交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合，
並びに内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が発生
した場合において，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
を監視並びに記録するための設備であり，可搬型重大事故等対処設備
として配備し，常設重大事故等対処設備として設置する。

設置要求

16

情報把握計装設備は，中央制御室及び緊急時対策所に同様の情報を伝
送することにより，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム
による共通要因に対して，同時に必要な情報の把握機能が損なわれな
い設計とする。

設置要求

17

監視制御盤及び安全系監視制御盤の電源は，「7.1　電気設備」の一部
である受電開閉設備等から給電する設計とする。

設置要求

15

情報把握計装設備は，常設重大事故等対処設備である情報把握計装設
備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置，可搬型重大事故等対処
設備である前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集
装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収
集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２
保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設
備可搬型発電機で構成する。

設置要求

基本設計方針
項目
番号

要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 施設共通　基本設計方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

【制御室の機能に関する基本方
針】
制御室の機能の基本方針（設備構
成）について説明する。

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

【制御室の居住性評価】
制御室の居住性評価結果について
説明する。

―― ― ― ― ○

情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型情報収集装置
使用済燃料の受入れ・貯蔵建屋可搬
型情報表示装置

情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置
前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置
第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置
制御建屋可搬型情報表示装置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ―― ―

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

【制御室の機能に関する基本方
針】
制御室の機能の基本方針（設備構
成）について説明する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

【出入管理区画に関する基本方
針】
制御室への汚染の持ち込みを防止
するための出入管理区画につい
て、基本方針（設備概要）や資機
材等について説明する。

【計測制御装置の機能に関する基
本方針】
制御室に設ける計測制御装置の基
本方針（設備構成、設計方針）に
ついて説明する。

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

60



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

18

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.8
代替電源設備」の一部である前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬
型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機及び使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備可搬型発電
機

電気設備（代替電源設備）
・前処理建屋可搬型発電機
・分離建屋可搬型発電機
・制御建屋可搬型発電機
・ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機
・高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型発電機
・使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機

基本方針
対象選定

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

19

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離
建屋可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬
型情報収集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収
集装置はウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋
可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・貯水
所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情
報把握計装設備可搬型発電機から，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬
型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から「4.2.1　計
装設備」の可搬型計測ユニットを介して給電する設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・前処理建屋可搬型情報収集装
置

・分離建屋可搬型情報収集装置
・精製建屋可搬型情報収集装置
・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置
・高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報表示装置
・第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

20

情報把握計装設備のうち，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型
発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。

機能要求① 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・第1保管庫・貯水所可搬型情報
収集装置

・第2保管庫・貯水所可搬型情報
収集装置

・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（共用）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

21

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故
等対処に同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対
処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・第1保管庫・貯水所可搬型情報
収集装置

・第2保管庫・貯水所可搬型情報
収集装置

・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（共用）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監
視制御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の
停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤

基本方針 Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損傷
の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における溢水による損
傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏
えいによる損傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部飛散物による損傷
防止に関する説明書

【計測制御装置の機能に関する基本方針】
制御室に設ける計測制御装置の基本方針（設備
構成、設計方針）について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制
御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統によ
り当該機能に必要な系統を構成することで，独立性を有する設計とす
る。

機能要求① 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備用屋内伝送
系統

・建屋間伝送用無線装置

設計方針（多様性，位置
的分散等）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，情報
把握計装設備可搬型発電機及び「7.1.8　代替電源設備」の前処理建屋
可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型発電機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型
発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設か
らの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性
を有する設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・前処理建屋可搬型情報収集装
置

・分離建屋可搬型情報収集装置
・精製建屋可搬型情報収集装置
・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置
・高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報表示装置
・第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御
建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報
表示装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通
要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障
時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び
安全系監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図
る設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・前処理建屋可搬型情報収集装
置

・分離建屋可搬型情報収集装置
・精製建屋可搬型情報収集装置
・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置
・高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報表示装置
・第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
　悪影響防止（共用）

【施設間共用に対する考慮】
情報把握計装設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設
と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置
及び情報把握計装設備可搬型発電機について，
共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とすることを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

18

情報把握計装設備の電源は，情報把握計装設備可搬型発電機，「7.1.8
代替電源設備」の一部である前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬
型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機及び使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成する。

設置要求

19

前処理建屋可搬型情報収集装置は前処理建屋可搬型発電機から，分離
建屋可搬型情報収集装置は分離建屋可搬型発電機から，精製建屋可搬
型情報収集装置及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収
集装置はウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機から，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置は高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型発電機から，制御建屋可搬型情報収集装置及び制御建屋
可搬型情報表示装置は制御建屋可搬型発電機から，第１保管庫・貯水
所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置は情
報把握計装設備可搬型発電機から，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬
型情報収集装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置
は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から「4.2.1　計
装設備」の可搬型計測ユニットを介して給電する設計とする。

設置要求

20

情報把握計装設備のうち，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可搬型
発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。

機能要求①

21

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故
等対処に同時に対処することを考慮し，共用によって重大事故時の対
処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

22

内的事象を要因として発生した場合に対処に用いる計測制御装置の監
視制御盤は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び
内部発生飛散物に対して代替設備による機能の確保，関連する工程の
停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

23

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう計測制
御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と独立した異なる系統によ
り当該機能に必要な系統を構成することで，独立性を有する設計とす
る。

機能要求①

24

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，情報
把握計装設備可搬型発電機及び「7.1.8　代替電源設備」の前処理建屋
可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固
化建屋可搬型発電機及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型
発電機から電力を給電することで，電気設備の設計基準対象の施設か
らの給電で動作する監視制御盤及び安全系監視制御盤に対して多様性
を有する設計とする。

設置要求

25

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御
建屋可搬型情報表示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報
表示装置は，計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤と共通
要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障
時バックアップを含めて必要な数量を計測制御装置の監視制御盤及び
安全系監視制御盤が設置される建屋から100m以上の離隔距離を確保し
た複数の外部保管エリアに分散して保管することで，位置的分散を図
る設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設可搬型発電機

情報把握計装設備可搬型発電機
前処理建屋可搬型発電機
分離建屋可搬型発電機
制御建屋可搬型発電機
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型発電機
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
発電機

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
制御建屋可搬型情報表示装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―

第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置
第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―

第1保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置
第2保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象
等による損傷の防止に関する説明
書

Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における
溢水による損傷の防止に関する説
明書

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における
化学薬品の漏えいによる損傷の防
止に関する説明書

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部飛散
物による損傷防止に関する説明書

【計測制御装置の機能に関する基
本方針】
制御室に設ける計測制御装置の基
本方針（設備構成、設計方針）に
ついて説明する。

― ― ― ― ― ― ○
情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

― ― ― ― ― ― ○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
制御建屋可搬型情報表示装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
制御建屋可搬型情報表示装置

― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3.　健全性確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用さ
れる条件の下における健全性に関
する説明書
　悪影響防止（共用）

【施設間共用に対する考慮】
情報把握計装設備のうち，ＭＯＸ
燃料加工施設と共用する第１保管
庫・貯水所可搬型情報収集装置，
第２保管庫・貯水所可搬型情報収
集装置及び情報把握計装設備可搬
型発電機について，共用によって
重大事故時の対処に影響を及ぼさ
ない設計とすることを説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

26

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有す
る施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤
　　安全系監視制御盤

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備用屋内伝送
系統

・建屋間伝送用無線装置

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記
録するために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
6. 系統施設毎の設計上の考慮
6.4　計測制御系統施設

【監視制御盤の保存容量】
監視制御盤の保存容量に関する設計の考慮につ
いて説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量とする設計とす
るとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有す
る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備用屋内伝送
系統

・建屋間伝送用無線装置

設計方針（個数及び容
量）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

【重大事故等対処設備の個数】
重大事故等対処設備の個数についてを説明す
る。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設
計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・前処理建屋可搬型情報収集装
置

・分離建屋可搬型情報収集装置
・精製建屋可搬型情報収集装置
・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置
・高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置
・第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

31

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ及
び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失によ
り保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力でき
る設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘っ
て保存できる容量を有する設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・制御建屋可搬型情報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

32

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要
なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数
として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，
故障時バックアップを必要数以上確保する。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置

・前処理建屋可搬型情報収集装
置

・分離建屋可搬型情報収集装置
・精製建屋可搬型情報収集装置
・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型情報収集装置
・高レベル廃液ガラス固化建屋

可搬型情報収集装置
・制御建屋可搬型情報収集装置
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報収集装置
・第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置
・制御建屋可搬型情報表示装置

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

33

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要
な電力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必
要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするととも
に，故障時のバックアップを必要数以上確保する。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

34

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故
等対処に同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝
送，記録容量及び個数を確保することで，共用によって重大事故時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

設置要求
機能要求①

制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・第１保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置

・第２保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置

・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（個数及び容
量）
設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設及び重大事故
等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書
　悪影響防止（共用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
6. 系統施設毎の設計上の考慮
6.4　計測制御系統施設

【重大事故等対処設備の個数】
重大事故等対処設備の個数についてを説明す
る。

【施設間共用に対する考慮】
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情報把握計装設
備について，共用によって重大事故時の対処に
影響を及ぼさない設計とすることについて説明
する。

【共用する情報把握計装設備の伝送容量，保存
容量】
情報把握計装設備の伝送容量及び保存容量に関
する設計の考慮について説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

35

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤
　　安全系監視制御盤

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

36

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情
報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，「第１
章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防
止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備用屋内伝送
系統

・建屋間伝送用無線装置

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

37

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの
衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御
建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により
機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備用屋内伝送
系統

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

38

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積
雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪
荷重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・建屋間伝送用無線装置

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

39

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び
化学薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護
及び被液防護を講ずる設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備

・情報把握計装設備用屋内伝送
系統

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

【重大事故等対処設備の個数】
重大事故等対処設備の個数についてを説明す
る。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における溢水による損
傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏
えいによる損傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件の下における健全性に関する説明書
6. 系統施設毎の設計上の考慮
6.4　計測制御系統施設

【情報把握計装設備の伝送容量，保存容量】
情報把握計装設備の伝送容量及び保存容量に関
する設計の考慮について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【情報把握計装設備用屋内伝送系統の溢水及び
化学薬品漏えいに対する考慮】
情報把握計装設備用屋内伝送系統の溢水及び化
学薬品漏えいに関する基本方針について記載す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

26

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，安全機能を有す
る施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等対処設備と
して使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

設置要求

27

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置は，他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，
他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

28

計測制御装置の監視制御盤は，重大事故等時におけるパラメータを記
録するために必要な保存容量を有する設計とする。

設置要求

29

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送
用無線装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量とする設計とす
るとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有す
る設計とする。

機能要求①

30

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び第２保管庫・貯水所可搬
型情報収集装置は，収集したパラメータを伝送可能な容量を有する設
計とする。

設置要求

31

情報把握計装設備の制御建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，収集した重要監視パラメータ及
び重要代替監視パラメータを電磁的に記録及び保存し，電源喪失によ
り保存した記録が失われないようにするとともに帳票として出力でき
る設計とする。また，記録に必要な容量は，記録が必要な期間に亘っ
て保存できる容量を有する設計とする。

設置要求

32

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置は，必要
なデータ量の伝送及び記録容量を有する設計とし，保有数は，必要数
として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするとともに，
故障時バックアップを必要数以上確保する。

設置要求

33

情報把握計装設備可搬型発電機は，重大事故等に対処するために必要
な電力を確保するために必要な容量を有する設計とし，保有数は，必
要数として重大事故等の対処に必要な個数を有する設計とするととも
に，故障時のバックアップを必要数以上確保する。

設置要求

34

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置及び情報把握計装設備可
搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故
等対処に同時に対処することを考慮し，対処に必要となるデータの伝
送，記録容量及び個数を確保することで，共用によって重大事故時の
対処に影響を及ぼさない設計とする。

設置要求
機能要求①

35

計測制御装置の監視制御盤及び安全系監視制御盤は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる制御建屋又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

36

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の情
報把握計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置は，「第１
章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防
止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

37

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，外部からの
衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，制御
建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台風）等により
機能を損なわない設計とする。

設置要求

38

情報把握計装設備の建屋間伝送用無線装置は，風（台風），竜巻，積
雪及び火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪
荷重及び降下火砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

39

情報把握計装設備の情報把握計装設備用屋内伝送系統は，溢水量及び
化学薬品の漏えいを考慮し，影響を受けない位置への設置，被水防護
及び被液防護を講ずる設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6. 系統施設毎の設計上の考慮
6.4　計測制御系統施設

【監視制御盤の保存容量】
監視制御盤の保存容量に関する設
計の考慮について説明する。

― ― ― ― ― ― ○
情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

【重大事故等対処設備の個数】
重大事故等対処設備の個数につい
てを説明する。

― ― ― ― ― ― ○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置

制御建屋可搬型情報収集装置 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
制御建屋可搬型情報表示装置

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 情報把握計装設備可搬型発電機 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―

第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ― ―

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設
及び重大事故等対処設備が使用さ
れる条件の下における健全性に関
する説明書
　悪影響防止（共用）

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6. 系統施設毎の設計上の考慮
6.4　計測制御系統施設

【重大事故等対処設備の個数】
重大事故等対処設備の個数につい
てを説明する。

【施設間共用に対する考慮】
ＭＯＸ燃料加工施設と共用する情
報把握計装設備について，共用に
よって重大事故時の対処に影響を
及ぼさない設計とすることについ
て説明する。

【共用する情報把握計装設備の伝
送容量，保存容量】
情報把握計装設備の伝送容量及び
保存容量に関する設計の考慮につ
いて説明する。

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 情報把握計装設備用屋内伝送系統 情報把握計装設備用屋内伝送系統 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 建屋間伝送用無線装置 建屋間伝送用無線装置 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 情報把握計装設備用屋内伝送系統 情報把握計装設備用屋内伝送系統 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

【重大事故等対処設備の個数】
重大事故等対処設備の個数につい
てを説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における
溢水による損傷の防止に関する説
明書

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における
化学薬品の漏えいによる損傷の防
止に関する説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
6. 系統施設毎の設計上の考慮
6.4　計測制御系統施設

【情報把握計装設備の伝送容量，
保存容量】
情報把握計装設備の伝送容量及び
保存容量に関する設計の考慮につ
いて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

【情報把握計装設備用屋内伝送系
統の溢水及び化学薬品漏えいに対
する考慮】
情報把握計装設備用屋内伝送系統
の溢水及び化学薬品漏えいに関す
る基本方針について記載する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

43

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユ
ニット内に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条
件を考慮しても機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

45

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備
は，再処理施設の運転中又は停止中に，模擬入力による機能，性能確
認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　監視制御盤
　　安全系監視制御盤
　　情報把握計装設備

基本方針 Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

46

重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，制御室にと
どまるために十分な換気風量を確保できる設計とする。

冒頭宣言 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備
　・代替中央制御室送風機
　制御建屋中央制御室換気設備
　・中央制御室送風機
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備
　・代替制御室送風機
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備
　・制御室送風機

基本方針 Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書 【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の基本方針につ
いて説明する。

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（1）操作性
e.可搬型重大事故等対処設備の接続性

― ― ― ― ― ― ― ―44

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報
表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続
は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易
に可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備
　　・前処理建屋可搬型情報表示装
置
　　・分離建屋可搬型情報表示装置
　　・精製建屋可搬型情報収集装置
　　・ウラン・可搬型情報収集装置
　　・高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報収集装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置
　　・第１保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・第２保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・制御建屋情報表示装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置
　　・情報把握計装設備用屋内伝送
系統
　　・建屋間伝送用無線装置

設計方針（操作性の確
保）

【重大事故等対処設備の操作性の確保】
重大事故等対処設備の操作性の確保について説
明する。

― ― ―

― ― ― ― ― ― ―42

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備
　　・前処理建屋可搬型情報収集装
置
　　・分離建屋可搬型情報収集装置
　　・精製建屋可搬型情報収集装置
　　・ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋可搬型情報収集装置
　　・高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報収集装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置
　　・第１保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・第２保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報表示装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置
　　・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（環境条件等）

― ― ― ―

41

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前
処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建
屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情
報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御
建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収
集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水
所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震に
よる損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない
設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備
　　・前処理建屋可搬型情報収集装
置
　　・分離建屋可搬型情報収集装置
　　・精製建屋可搬型情報収集装置
　　・ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋可搬型情報収集装置
　　・高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報収集装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置
　　・第１保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・第２保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報表示装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置
　　・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

40

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等
により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　計測制御装置
　　情報把握計装設備
　　・前処理建屋可搬型情報収集装
置
　　・分離建屋可搬型情報収集装置
　　・精製建屋可搬型情報収集装置
　　・ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋可搬型情報収集装置
　　・高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報収集装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置
　　・第１保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・第２保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置
　　・制御建屋可搬型情報表示装置
　　・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置
　　・情報把握計装設備可搬型発電
機

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

43

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置は，可搬型監視ユ
ニット内に搭載することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の環境条
件を考慮しても機能を損なわない設計とする。

設置要求

45

計測制御装置の監視制御盤，安全系監視制御盤及び情報把握計装設備
は，再処理施設の運転中又は停止中に，模擬入力による機能，性能確
認（表示）及び外観確認が可能な設計とする。

設置要求

46

重大事故等が発生した場合において，制御室換気設備は，制御室にと
どまるために十分な換気風量を確保できる設計とする。

冒頭宣言

44

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と情報把握計装設備用屋
内伝送系統及び建屋間伝送用無線装置との接続，制御建屋可搬型情報
表示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置との接続
は，コネクタ方式又はより簡便な接続方式とし，現場での接続が容易
に可能な設計とする。

設置要求

42

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，想定される重大事故等が発生した場合に
おいても操作に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない
場所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該設備
の設置場所で操作可能な設計とする。

設置要求

41

地震を要因として発生した場合に対処に用いる情報把握計装設備の前
処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報収集装置，精製建
屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情
報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御
建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収
集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水
所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置，使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把握計装設備可搬型発電
機は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震に
よる損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない
設計とする。

設置要求

40

情報把握計装設備の前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型
情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬
型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋可搬型情報収集装置，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装
置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報表
示装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置及び情報把
握計装設備可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等
により機能を損なわない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

【制御室換気設備の機能に関する
基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の
基本方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（1）操作性
e.可搬型重大事故等対処設備の接
続性

【重大事故等対処設備の操作性の
確保】
重大事故等対処設備の操作性の確
保について説明する。

○― ― ―

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置
情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

前処理建屋可搬型情報表示装置
分離建屋可搬型情報表示装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所
可搬型情報収集装置
制御建屋情報表示装置
情報把握計装設備用屋内伝送系統
建屋間伝送用無線装置

― ― ―

―

― ― ―

― ― ― ― ○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
制御建屋可搬型情報表示装置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ―― ―

― ― ― ○

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
制御建屋可搬型情報表示装置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ― ―

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報収集装置
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型
情報表示装置

前処理建屋可搬型情報収集装置
分離建屋可搬型情報収集装置
精製建屋可搬型情報収集装置
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
可搬型情報収集装置
高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型
情報収集装置
制御建屋可搬型情報収集装置
第１保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
第２保管庫・貯水所可搬型情報収集
装置
制御建屋可搬型情報表示装置
情報把握計装設備可搬型発電機

― ― ―

― ― ―

―― ― ― ― ― ○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

47

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋中央
制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及
び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備
　制御建屋中央制御室換気設備
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

48

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として位置付
けるとともに，代替制御建屋中央制御室換気設備及び代替使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として
配備する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備
　制御建屋中央制御室換気設備
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

49

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，重大事
故等発生時において，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風
機の機能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化して二
酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に制御建屋内に設置し，中央制
御室内の換気が可能な設計とする。

運用要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

50

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，重大事故等発生時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
換気設備の制御室送風機の機能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，
室内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室内の換気が可能な設計とする。

運用要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替制御室送風機

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

51

制御建屋中央制御室換気設備は，重大事故等の発生の起因となる安全
機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用することとし，内
的事象による安全機能の喪失を要因とした全交流動力電源の喪失を伴
わない重大事故等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用
し，同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

52

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大事故等の発生の
起因となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用す
ることとし，内的事象による安全機能の喪失を要因とした全交流動力
電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，設計基準対象の施設
の一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

53

制御室換気設備は，「7.1　電気設備」の一部である非常用電源建屋の
6.9ｋＶ非常用主母線，制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の460
Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線及び代替電源設備の制御
建屋可搬型発電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機により電力を供給する設計とする。可搬型発電機の運転に必要な
燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備） 基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

54

補機駆動用燃料補給設備については「7.12　補機駆動用燃料補給設
備」に，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開
閉設備等及び代替電源設備並びに代替所内電気設備については「7.1
電気設備」に示す。

設置要求 補機駆動用燃料補給設備（補機駆動
用燃料補給設備）

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

55

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して，代替
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能の確保により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

56

制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

57

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使
用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

58

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される重大
事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気風
量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備
を含めた数量を有する設計とする。

機能要求② 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

・中央制御室送風機

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

59

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，想定
される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計とする
とともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有する
設計とする。

機能要求② 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

・制御室送風機

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

60

制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる制御建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計と
する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

61

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台
風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

62

制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍に
ない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含
む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計と
する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

63

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断に対
して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包す
る配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設すること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の基本方針（設
備構成、設計方針）について記載する。

【可搬型の制御室換気設備に関する基本方針】
可搬型の制御室換気設備の設置に関する基本方
針について説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏
えいによる損傷の防止に関する説明書

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【制御室換気設備の薬品漏えいに対する防護に
関する考慮】
常設の制御室換気設備の薬品漏えいに対する防
護に関する考慮について説明する。

Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象等による損傷
の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における溢水による損
傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における化学薬品の漏
えいによる損傷の防止に関する説明書

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部飛散物による損傷
防止に関する説明書

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【制御室換気設備の機能に関する基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の基本方針（設
備構成、設計方針）について記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-3　制御室換気設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-5　構造図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

47

制御室換気設備は，代替制御建屋中央制御室換気設備，制御建屋中央
制御室換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備及
び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備で構成する。

設置要求

48

制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として位置付
けるとともに，代替制御建屋中央制御室換気設備及び代替使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を可搬型重大事故等対処設備として
配備する。

設置要求

49

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，重大事
故等発生時において，制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風
機の機能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，室内環境が悪化して二
酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に制御建屋内に設置し，中央制
御室内の換気が可能な設計とする。

運用要求

50

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，重大事故等発生時において，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
換気設備の制御室送風機の機能喪失後，外気の遮断が長期にわたり，
室内環境が悪化して二酸化炭素濃度等の許容限界に達する前に使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室内の換気が可能な設計とする。

運用要求

51

制御建屋中央制御室換気設備は，重大事故等の発生の起因となる安全
機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用することとし，内
的事象による安全機能の喪失を要因とした全交流動力電源の喪失を伴
わない重大事故等の発生時には，設計基準対象の施設の一部を兼用
し，同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。

設置要求

52

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，重大事故等の発生の
起因となる安全機能の喪失の要因に応じて対処に有効な設備を使用す
ることとし，内的事象による安全機能の喪失を要因とした全交流動力
電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，設計基準対象の施設
の一部を兼用し，同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する
設計とする。

設置要求

53

制御室換気設備は，「7.1　電気設備」の一部である非常用電源建屋の
6.9ｋＶ非常用主母線，制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の460
Ｖ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線及び代替電源設備の制御
建屋可搬型発電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発
電機により電力を供給する設計とする。可搬型発電機の運転に必要な
燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が可能な設計とする。

設置要求

54

補機駆動用燃料補給設備については「7.12　補機駆動用燃料補給設
備」に，設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開
閉設備等及び代替電源設備並びに代替所内電気設備については「7.1
電気設備」に示す。

設置要求

55

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，自然現象，人為事
象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して，代替
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による機能の確保により
重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

設置要求

56

制御建屋中央制御室換気設備は，安全機能を有する施設として使用す
る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ
り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

57

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，安全機能を有する施
設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使
用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

58

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，想定される重大
事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分な換気風
量を有する設計とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備
を含めた数量を有する設計とする。

機能要求②

59

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，想定
される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を有する設計とする
とともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含めた数量を有する
設計とする。

機能要求②

60

制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で
きる制御建屋に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計と
する。

設置要求

61

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃によ
る損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，風（台
風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

62

制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包する配管が近傍に
ない制御建屋の室に敷設することにより，漏えいした放射性物質を含
む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計と
する。

設置要求

63

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断に対
して，放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）を内包す
る配管が近傍にない使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の室に敷設すること
により，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒
等）により機能を損なわない設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 施設共通　基本設計方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

【可搬型の制御室換気設備に関す
る基本方針】
可搬型の制御室換気設備の設置に
関する基本方針について説明す
る。

【制御室換気設備の機能に関する
基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の
基本方針（設備構成、設計方針）
について記載する。

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-3　制御室換気設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-5　構造図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における
化学薬品の漏えいによる損傷の防
止に関する説明書

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

【制御室換気設備の薬品漏えいに
対する防護に関する考慮】
常設の制御室換気設備の薬品漏え
いに対する防護に関する考慮につ
いて説明する。

【制御室換気設備の機能に関する
基本方針】
制御室に設ける制御室換気設備の
基本方針（設備構成、設計方針）
について記載する。

Ⅵ-1-1-1　再処理施設の自然現象
等による損傷の防止に関する説明
書

Ⅵ-1-1-6　再処理施設内における
溢水による損傷の防止に関する説
明書

Ⅵ-1-1-7　再処理施設内における
化学薬品の漏えいによる損傷の防
止に関する説明書

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部飛散
物による損傷防止に関する説明書

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

64

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，制御建
屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と共通要因によって同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，制御建屋中央制御室換気設
備の中央制御室送風機に給電するための設計基準対象の施設と兼用す
る電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，代替電源設備の制
御建屋可搬型発電機から電力を供給することで，制御建屋中央制御室
換気設備の中央制御室送風機に対して多様性を有する設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

65

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機に給電するた
めの設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設
備等に対して，代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
可搬型発電機から電力を供給することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備の制御室送風機に対して多様性を有する設計とす
る。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替制御室送風機

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

66

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備と
共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，制
御建屋中央制御室換気設備とは異なる換気経路とすることで，制御建
屋中央制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機
・可搬型ダクト

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

67

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備とは異なる換気経路とすることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備

・可搬型ダクト

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

68

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，制御建
屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と共通要因によって同時に
その機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含
めて必要な数量を制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機が
設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに
保管するとともに，制御建屋にも保管することで，必要数及び故障時
バックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る。制御
建屋内に保管する場合は中央制御室送風機が設置される場所と異なる
場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

69

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故
障時バックアップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備の制御室送風機が設置される建屋から100ｍ以上の離隔
距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時バックアップを
複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る。使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機が設置される場所と異なる
場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替制御室送風機

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

70

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，回転体が飛散す
ることを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

・中央制御室送風機

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

71

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，回転
体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御
室換気設備

・制御室送風機

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

72

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，回転体
が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

73

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替制御室送風機

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

74

代替制御建屋中央制御室換気設備は，他の設備から独立して単独で使
用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機
・可搬型ダクト

設計方針（多様性、位置
的分散等，悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

75

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，他の設備から独
立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備

・可搬型ダクト

設計方針（多様性、位置
的分散等，悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

76

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想定さ
れる重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分
な換気風量を確保するために必要な台数を有する設計とする。また，
代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，複数の
敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保する。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

・代替中央制御室送風機

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

77

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を確保す
る。また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制
御室送風機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷
設ルートに確保する。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

・代替制御室送風機

設計方針（多様性、位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

78

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設
計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

79

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風
（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

80

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替制御建屋中央制御
室換気設備は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１
地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損な
わない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

81

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，「第１章　共通事項」の「３．自然
現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計とすること
で，その機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

82

代替制御建屋中央制御室換気設備は，内部発生飛散物の影響を考慮
し，制御建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管すること
により，機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

83

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，内部発生飛散物
の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影
響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気設備

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止についてを説
明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散
等】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-3　機器配置図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部発生飛散物による
損傷防止に関する説明書

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

【内部発生飛散物の発生防止】
制御室換気設備の送風機における、回転体が飛
散することを防ぐことによる悪影響防止につい
て説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　機器配置図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

64

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，制御建
屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と共通要因によって同時に
その機能が損なわれるおそれがないよう，制御建屋中央制御室換気設
備の中央制御室送風機に給電するための設計基準対象の施設と兼用す
る電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，代替電源設備の制
御建屋可搬型発電機から電力を供給することで，制御建屋中央制御室
換気設備の中央制御室送風機に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

65

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機に給電するた
めの設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉設
備等に対して，代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
可搬型発電機から電力を供給することで，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備の制御室送風機に対して多様性を有する設計とす
る。

機能要求①

66

代替制御建屋中央制御室換気設備は，制御建屋中央制御室換気設備と
共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，制
御建屋中央制御室換気設備とは異なる換気経路とすることで，制御建
屋中央制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

67

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備と共通要因によって同時にその機能が損
なわれるおそれがないよう，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気
設備とは異なる換気経路とすることで，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備に対して独立性を有する設計とする。

機能要求①

68

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，制御建
屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機と共通要因によって同時に
その機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを含
めて必要な数量を制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機が
設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに
保管するとともに，制御建屋にも保管することで，必要数及び故障時
バックアップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る。制御
建屋内に保管する場合は中央制御室送風機が設置される場所と異なる
場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

69

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機と共
通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，故
障時バックアップを含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
制御室換気設備の制御室送風機が設置される建屋から100ｍ以上の離隔
距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋にも保管することで，必要数及び故障時バックアップを
複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る。使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋内に保管する場合は制御室送風機が設置される場所と異なる
場所に保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

70

制御建屋中央制御室換気設備の中央制御室送風機は，回転体が飛散す
ることを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

71

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御室送風機は，回転
体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計と
する。

機能要求①

72

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，回転体
が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

73

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさな
い設計とする。

機能要求①

74

代替制御建屋中央制御室換気設備は，他の設備から独立して単独で使
用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

75

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，他の設備から独
立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない
設計とする。

機能要求①

76

代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，想定さ
れる重大事故等時に実施組織要員が中央制御室にとどまるために十分
な換気風量を確保するために必要な台数を有する設計とする。また，
代替制御建屋中央制御室換気設備の代替中央制御室送風機は，複数の
敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保する。

機能要求①

77

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制御室送風機
は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室にとどまるために十分な換気風量を確保す
る。また，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の代替制
御室送風機は，複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷
設ルートに確保する。

機能要求①

78

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外部からの衝撃による損傷を防
止できる制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設
計とする。

設置要求

79

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外部からの衝撃
による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保管し，風
（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

80

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替制御建屋中央制御
室換気設備は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１
地震による損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損な
わない設計とする。

設置要求

81

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代替使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，「第１章　共通事項」の「３．自然
現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計とすること
で，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

82

代替制御建屋中央制御室換気設備は，内部発生飛散物の影響を考慮
し，制御建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管すること
により，機能を損なわない設計とする。

設置要求

83

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，内部発生飛散物
の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生飛散物の影
響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 代替中央制御室送風機 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 代替制御室送風機 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室換気設備
可搬型ダクト

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 代替中央制御室送風機 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 代替制御室送風機 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 代替中央制御室送風機 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 代替制御室送風機 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 代替中央制御室送風機 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 代替制御室送風機 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―
代替中央制御室送風機
可搬型ダクト

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室換気設備
可搬型ダクト

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 代替中央制御室送風機 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 代替制御室送風機 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
についてを説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散等】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図
Ⅵ-2-4　機器配置図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-3　機器配置図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-1-1-8　再処理施設の内部発生
飛散物による損傷防止に関する説
明書

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

【内部発生飛散物の発生防止】
制御室換気設備の送風機におけ
る、回転体が飛散することを防ぐ
ことによる悪影響防止について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

84

代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，漏え
いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を
受けない位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

85

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断
に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，機能を損なわな
い設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

86

制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外
観点検，性能確認，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

87

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理施設の運転中
又は停止中に外観点検，性能確認，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室換気設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

88

代替制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施設の運転中又は停止中
に独立して外観点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

89

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外観の確認が可能な設計とす
る。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替制御建屋中央制御室換気設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

90

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理施設の運
転中又は停止中に独立して外観点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

91

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外観の確認が可
能な設計とする。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備）
　代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

92

重大事故等が発生した場合において，制御室照明設備は，制御室にと
どまるために必要な照明を確保できる設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室照明設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

93

制御室照明設備は，中央制御室照明設備，中央制御室代替照明設備，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備並びに使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室照明設備
　中央制御室代替照明設備
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室照明設備
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

94

中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事故等対処
設備として配備する。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

95

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，可搬
型代替照明を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

96

なお，可搬型代替照明の設置までの間，実施組織要員は，ＬＥＤハン
ドライト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操作，作業及び監視を適切
に実施できる設計とする。

運用要求 制御室（制御室）
　（資機材）

・LEDハンドライト
・LEDヘッドライト

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

97

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵してお
り，かつ，蓄電池を適宜交換することで全交流動力電源喪失発生から
外部からの支援が期待できるまでの７日間に必要な照明の確保が可能
な設計とする。

機能要求①
運用要求

制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

基本方針
設計方針（個数及び容
量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

98

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可搬型
代替照明は，蓄電池を内蔵しており，かつ，蓄電池を適宜交換するこ
とで全交流動力電源喪失発生から外部からの支援が期待できるまでの
７日間に必要な照明の確保が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

基本方針
設計方針（個数及び容
量） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

【可搬型代替照明の電源に係る運用】
7日間の照明確保するため、可搬型代替照明の
電源に関する運用方針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

【制御室照明設備に関する基本方針】
制御室に設ける制御室照明設備の基本方針（設
備構成）について記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

84

代替制御建屋中央制御室換気設備は，配管の全周破断に対して，漏え
いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を
受けない位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求

85

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，配管の全周破断
に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶
媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，機能を損なわな
い設計とする。

設置要求

86

制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外
観点検，性能確認，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

87

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理施設の運転中
又は停止中に外観点検，性能確認，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

88

代替制御建屋中央制御室換気設備は，再処理施設の運転中又は停止中
に独立して外観点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

89

代替制御建屋中央制御室換気設備は，外観の確認が可能な設計とす
る。

設置要求

90

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処理施設の運
転中又は停止中に独立して外観点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

91

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，外観の確認が可
能な設計とする。

設置要求

92

重大事故等が発生した場合において，制御室照明設備は，制御室にと
どまるために必要な照明を確保できる設計とする。

設置要求

93

制御室照明設備は，中央制御室照明設備，中央制御室代替照明設備，
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備並びに使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備で構成する。

設置要求

94

中央制御室代替照明設備は，可搬型代替照明を可搬型重大事故等対処
設備として配備する。

設置要求

95

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，可搬
型代替照明を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

設置要求

96

なお，可搬型代替照明の設置までの間，実施組織要員は，ＬＥＤハン
ドライト及びＬＥＤヘッドライトを用いて操作，作業及び監視を適切
に実施できる設計とする。

運用要求

97

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，蓄電池を内蔵してお
り，かつ，蓄電池を適宜交換することで全交流動力電源喪失発生から
外部からの支援が期待できるまでの７日間に必要な照明の確保が可能
な設計とする。

機能要求①
運用要求

98

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可搬型
代替照明は，蓄電池を内蔵しており，かつ，蓄電池を適宜交換するこ
とで全交流動力電源喪失発生から外部からの支援が期待できるまでの
７日間に必要な照明の確保が可能な設計とする。

機能要求①
運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 可搬型代替照明 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 可搬型代替照明 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 可搬型代替照明 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 可搬型代替照明 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

【可搬型代替照明の電源に係る運
用】
7日間の照明確保するため、可搬
型代替照明の電源に関する運用方
針について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

【制御室照明設備に関する基本方
針】
制御室に設ける制御室照明設備の
基本方針（設備構成）について記
載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

99

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直
流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に給電する
ための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉
設備等に対して，中央制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力
を供給することで，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯
に対して多様性を有する設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

100

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び
直流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが
ないよう，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の
運転保安灯及び直流非常灯に給電するための設計基準対象の施設と兼
用する電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から
電力を供給することで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性を有する設計
とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

101

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直
流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，中央制御室代替照明設備のみで使用可能とすることで，中央
制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する
設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

102

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び
直流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが
ないよう，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設
備のみで使用可能とすることで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有
する設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

103

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直
流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数量を中央制御室照明
設備の運転保安灯及び直流非常灯が設置される建屋から100ｍ以上の離
隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，制御建屋内に
も保管することで，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散
して保管し，位置的分散を図る。制御建屋内に保管する場合は運転保
安灯及び直流非常灯が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

104

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によって同時
にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを
含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯
が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア
に保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること
で，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散して保管し，位
置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は運
転保安灯及び直流非常灯が設置される場所と異なる場所に保管するこ
とで位置的分散を図る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（多様性，位置
的分散等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

105

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重大事故等
時に実施組織要員が中央制御室で操作可能な照明を確保するために必
要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として76
台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ
を86台の合計162台以上を確保する。

機能要求① 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

106

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可搬型
代替照明は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確保するために
必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として17
台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ
を19台の合計36台以上確保する。

機能要求① 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

107

中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

108

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保
管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

109

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室代替照明設
備は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震に
よる損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない
設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

110

地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，「第１章　共通事項」の
「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計
とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

111

中央制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建
屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機
能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

112

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生
飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな
い設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-4　機器配置図

Ⅳ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅳ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

99

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直
流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に給電する
ための設計基準対象の施設と兼用する電気設備の一部である受電開閉
設備等に対して，中央制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から電力
を供給することで，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯
に対して多様性を有する設計とする。

機能要求①

100

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び
直流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが
ないよう，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の
運転保安灯及び直流非常灯に給電するための設計基準対象の施設と兼
用する電気設備の一部である受電開閉設備等に対して，使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備に内蔵した蓄電池から
電力を供給することで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御
室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して多様性を有する設計
とする。

機能要求①

101

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直
流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いよう，中央制御室代替照明設備のみで使用可能とすることで，中央
制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有する
設計とする。

機能要求①

102

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，使用
済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び
直流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれが
ないよう，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設
備のみで使用可能とすることで，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯に対して独立性を有
する設計とする。

機能要求①

103

中央制御室代替照明設備は，中央制御室照明設備の運転保安灯及び直
流非常灯と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがな
いように，故障時バックアップを含めて必要な数量を中央制御室照明
設備の運転保安灯及び直流非常灯が設置される建屋から100ｍ以上の離
隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，制御建屋内に
も保管することで，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散
して保管し，位置的分散を図る。制御建屋内に保管する場合は運転保
安灯及び直流非常灯が設置される場所と異なる場所に保管することで
位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

104

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯と共通要因によって同時
にその機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップを
含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室照明設備の運転保安灯及び直流非常灯
が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア
に保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管すること
で，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散して保管し，位
置的分散を図る。使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管する場合は運
転保安灯及び直流非常灯が設置される場所と異なる場所に保管するこ
とで位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

105

中央制御室代替照明設備の可搬型代替照明は，想定される重大事故等
時に実施組織要員が中央制御室で操作可能な照明を確保するために必
要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として76
台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ
を86台の合計162台以上を確保する。

機能要求①

106

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備の可搬型
代替照明は，想定される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確保するために
必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必要数として17
台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ
を19台の合計36台以上確保する。

機能要求①

107

中央制御室代替照明設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

108

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保
管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

109

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室代替照明設
備は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震に
よる損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない
設計とする。

設置要求

110

地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，「第１章　共通事項」の
「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計
とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

111

中央制御室代替照明設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建
屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機
能を損なわない設計とする。

設置要求

112

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生
飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな
い設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 可搬型代替照明 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 可搬型代替照明 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 可搬型代替照明 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 可搬型代替照明 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 可搬型代替照明 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 可搬型代替照明 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-4　機器配置図

Ⅳ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

Ⅳ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3　系統図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

113

中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない
位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

114

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，配管
の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，機能
を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

115

中央制御室代替照明設備は，再処理施設の運転中又は停止中に独立し
て外観点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

116

中央制御室代替照明設備は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

117

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，再処
理施設の運転中又は停止中に独立して外観点検，分解点検が可能な設
計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

118

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外観
の確認が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室代替照明設備

・可搬型代替照明

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

119

重大事故等が発生した場合において，制御室遮蔽設備は，制御室にと
どまる実施組織要員が過度の被ばくをうけないよう，十分な壁厚さを
有する設計とする。

冒頭宣言 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

120

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制御室遮蔽並びに使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽
・制御室遮蔽

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

121

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽を常設重大事故等
対処設備として位置付ける。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽
・制御室遮蔽

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

122

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替制御建
屋中央制御室換気設備若しくは制御建屋中央制御室換気設備の機能と
あいまって中央制御室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施
設から中央制御室に移動する要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超
えない設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽

評価（居住性評価）
設計方針（遮蔽体厚さ）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

123

制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備の機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室にとどまる実施組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな
い設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・制御室遮蔽

評価（居住性評価）
設計方針（遮蔽体厚さ）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

124

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ
系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

125

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統
構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・制御室遮蔽

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

126

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室遮蔽は，第
１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の
防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

127

地震を要因として発生した場合に対処に用いる制御室遮蔽は，第１章
共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」
に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・制御室遮蔽

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

128

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が可能
な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

129

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・中央制御室遮蔽

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

130

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が可能な設
計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・制御室遮蔽

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

131

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求 制御室（制御室）
　制御室遮蔽設備

・制御室遮蔽

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

132

重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制御室
内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がな
い範囲にあることを把握できる設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

133

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備及び使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　中央制御室環境測定設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室環境測定設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

134

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃
度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として
配備する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　中央制御室環境測定設備

・可搬型酸素濃度計
・可搬型二酸化炭素濃度計
・可搬型窒素酸化物濃度計

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

135

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，可搬
型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計
を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室環境測定設備

・可搬型酸素濃度計
・可搬型二酸化炭素濃度計
・可搬型窒素酸化物濃度計

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

136

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管
することで，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散して保
管し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　中央制御室環境測定設備

・可搬型酸素濃度計
・可搬型二酸化炭素濃度計
・可搬型窒素酸化物濃度計

設計方針（多様性，位置
的分散）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

137

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す
ることで，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散して保管
し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室環境測定設備

・可搬型酸素濃度計
・可搬型二酸化炭素濃度計
・可搬型窒素酸化物濃度計

設計方針（多様性，位置
的分散）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

Ⅳ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

【重大事故等対処設備の主要寸法】
重大事故等対処設備の主要寸法について説明す
る。

【制御室の居住性評価】
制御室の居住性評価結果について記載する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

【制御室遮蔽設備の機能に関する基本方針】
制御室遮蔽設備の基本方針について記載する。

【制御室遮蔽設備の機能に関する基本方針】
制御室遮蔽設備の基本方針（設計方針）につい
て記載する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-5　構造図

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-4　機器配置図
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

113

中央制御室代替照明設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない
位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求

114

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，配管
の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，機能
を損なわない設計とする。

設置要求

115

中央制御室代替照明設備は，再処理施設の運転中又は停止中に独立し
て外観点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

116

中央制御室代替照明設備は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求

117

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，再処
理施設の運転中又は停止中に独立して外観点検，分解点検が可能な設
計とする。

設置要求

118

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室代替照明設備は，外観
の確認が可能な設計とする。

設置要求

119

重大事故等が発生した場合において，制御室遮蔽設備は，制御室にと
どまる実施組織要員が過度の被ばくをうけないよう，十分な壁厚さを
有する設計とする。

冒頭宣言

120

制御室遮蔽設備は，中央制御室の中央制御室遮蔽並びに使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の制御室遮蔽で構成する。

設置要求

121

制御室遮蔽設備は，中央制御室遮蔽及び制御室遮蔽を常設重大事故等
対処設備として位置付ける。

設置要求

122

中央制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替制御建
屋中央制御室換気設備若しくは制御建屋中央制御室換気設備の機能と
あいまって中央制御室にとどまる実施組織要員及びＭＯＸ燃料加工施
設から中央制御室に移動する要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超
えない設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

123

制御室遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，代替使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備若しくは使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋制御室換気設備の機能とあいまって使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制
御室にとどまる実施組織要員の実効線量が７日間で100ｍＳｖを超えな
い設計とする。

評価要求
機能要求①
機能要求②

124

中央制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ
系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備
に悪影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

125

制御室遮蔽は，安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統
構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。

設置要求

126

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室遮蔽は，第
１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の
防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

127

地震を要因として発生した場合に対処に用いる制御室遮蔽は，第１章
共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」
に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

128

中央制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が可能
な設計とする。

設置要求

129

中央制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求

130

制御室遮蔽は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点検が可能な設
計とする。

設置要求

131

制御室遮蔽は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求

132

重大事故等が発生した場合において，制御室環境測定設備は，制御室
内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がな
い範囲にあることを把握できる設計とする。

設置要求

133

制御室環境測定設備は，中央制御室環境測定設備及び使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備で構成する。

設置要求

134

中央制御室環境測定設備は，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃
度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を可搬型重大事故等対処設備として
配備する。

設置要求

135

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，可搬
型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計
を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

設置要求

136

中央制御室環境測定設備は，制御建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保
した外部保管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋内にも保管
することで，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散して保
管し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

137

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管
エリアに保管するとともに，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管す
ることで，必要数及び故障時バックアップを複数箇所に分散して保管
し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 中央制御室遮蔽 ― ― 遮蔽体厚さ

― ― ― ― ― ― ○ 制御室遮蔽 ― ― ― 遮蔽体厚さ

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―
可搬型酸素濃度計
可搬型二酸化炭素濃度計
可搬型窒素酸化物濃度計

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
可搬型酸素濃度計
可搬型二酸化炭素濃度計
可搬型窒素酸化物濃度計

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―
可搬型酸素濃度計
可搬型二酸化炭素濃度計
可搬型窒素酸化物濃度計

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
可搬型酸素濃度計
可搬型二酸化炭素濃度計
可搬型窒素酸化物濃度計

― ― ― ―

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

【制御室遮蔽設備の機能に関する
基本方針】
制御室遮蔽設備の基本方針（設計
方針）について記載する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

Ⅳ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

【重大事故等対処設備の主要寸
法】
重大事故等対処設備の主要寸法に
ついて説明する。

【制御室の居住性評価】
制御室の居住性評価結果について
記載する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-4　機器配置図

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【制御室遮蔽設備の機能に関する
基本方針】
制御室遮蔽設備の基本方針につい
て記載する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-5　構造図

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

76



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

138

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度
計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭
素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測
定するために必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数として各１個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以上を確
保する設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　中央制御室環境測定設備
　　・可搬型酸素濃度計
　　・可搬型二酸化炭素濃度計
　　・可搬型窒素酸化物濃度計

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

139

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可搬型
酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，二酸
化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあること
を測定するために必要な台数を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数として各１個を１セットとして，予備として故障時及び保
守点検による待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以
上を確保する設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室環境測定設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室環境測定設備
　　・可搬型酸素濃度計
　　・可搬型二酸化炭素濃度計
　　・可搬型窒素酸化物濃度計

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

140

中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室環境測定設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

141

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保
管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室環境測定設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

142

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室環境測定設
備は，第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震によ
る損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設
計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室環境測定設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

143

地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，第１章　共通事項」の
「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計
とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室環境測定設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

144

中央制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建
屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機
能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室環境測定設備

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

145

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生
飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな
い設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室環境測定設備

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

146

中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない
位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室環境測定設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

147

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，配管
の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，機能
を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室環境測定設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

148

中央制御室環境測定設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点
検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室環境測定設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

149

中央制御室環境測定設備は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室環境測定設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

150

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，再処
理施設の運転中又は停止中に外観点検，分解点検が可能な設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室環境測定設備

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

151

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，外観
の確認が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室環境測定設備

設計方針（試験・検査
性）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

152

重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，制御
室内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない範
囲にあることを把握できる設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

153

制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計測設備並びに使用済燃
料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備で構成する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　中央制御室放射線計測設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室放射線計測設備

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

154

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサン
プラ（ＳＡ）を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　中央制御室放射線計測設備
　　・ガンマ線サーベイメータ
（SA）
　　・アルファ・ベータ線用サーベ
イメータ（SA）
　　・可搬型ダストモニタ（SA）

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

155

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，ガ
ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事故
等対処設備として配備する。

設置要求 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室放射線計測設備
　　・ガンマ線サーベイメータ
（SA）
　　・アルファ・ベータ線用サーベ
イメータ（SA）
　　・可搬型ダストモニタ（SA）

基本方針

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

156

中央制御室放射線計測設備は，制御建屋内に必要数及び故障時バック
アップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　中央制御室放射線計測設備

設計方針（多様性，位置
的分散）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

157

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時バックアップを複数
箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室放射線計測設備

設計方針（多様性，位置
的分散）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

158

中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア
ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ
ラ（ＳＡ）は，中央制御室の実効線量が活動に支障がない範囲内にあ
ることを測定するために必要な台数を有する設計とする。
なお、中央制御室放射線計測設備のうち，可搬型ダストサンプラ（Ｓ
Ａ）については，必要数として１台，予備として故障時バックアップ
を１台の合計２台設ける設計とする。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　中央制御室放射線計測設備
　　・ガンマ線サーベイメータ
（SA）
　　・アルファ・ベータ線用サーベ
イメータ（SA）
　　・可搬型ダストモニタ（SA）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

159

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備のガン
マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に支障がない範囲内に
あることを測定するために必要な台数を有する設計とする。
なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備
のうち，可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）については，必要数として１
台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台設ける設計とす
る。

機能要求① 制御室（制御室）
　制御室放射線計測設備
　　使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室放射線計測設備
　　・ガンマ線サーベイメータ
（SA）
　　・アルファ・ベータ線用サーベ
イメータ（SA）
　　・可搬型ダストモニタ（SA）

設計方針（個数及び容
量）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

【重大事故等対処設備の多様性，位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位置的分散等に
ついて説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

【重大事故等対処設備の個数及び容量】
重大事故等対処設備の個数及び容量について説
明する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関する説明書 【制御室放射線計測設備の機能に関する基本方
針】
制御室放射線計測設備の基本方針（設備構成）
について記載する。

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-4　機器配置図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定根拠に関する
説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関する説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

138

中央制御室環境測定設備の可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度
計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，中央制御室の酸素濃度，二酸化炭
素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあることを測
定するために必要な台数を有する設計とするとともに，保有数は，必
要数として各１個を１セットとして，予備として故障時及び保守点検
による待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以上を確
保する設計とする。

機能要求①

139

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備の可搬型
酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃度，二酸
化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が活動に支障がない範囲内にあること
を測定するために必要な台数を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数として各１個を１セットとして，予備として故障時及び保
守点検による待機除外時のバックアップを２セットの合計３セット以
上を確保する設計とする。

機能要求①

140

中央制御室環境測定設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる
制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

141

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，外部
からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に保
管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

142

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室環境測定設
備は，第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震によ
る損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわない設
計とする。

設置要求

143

地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，第１章　共通事項」の
「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計
とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

144

中央制御室環境測定設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建
屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機
能を損なわない設計とする。

設置要求

145

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，内部
発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発生
飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわな
い設計とする。

設置要求

146

中央制御室環境測定設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放
射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない
位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求

147

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，配管
の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶
液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，機能
を損なわない設計とする。

設置要求

148

中央制御室環境測定設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点
検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

149

中央制御室環境測定設備は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求

150

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，再処
理施設の運転中又は停止中に外観点検，分解点検が可能な設計とす
る。

設置要求

151

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室環境測定設備は，外観
の確認が可能な設計とする。

設置要求

152

重大事故等が発生した場合において，制御室放射線計測設備は，制御
室内の線量当量率及び空気中の放射性物質濃度が活動に支障がない範
囲にあることを把握できる設計とする。

設置要求

153

制御室放射線計測設備は，中央制御室放射線計測設備並びに使用済燃
料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備で構成する。

設置要求

154

中央制御室放射線計測設備は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサン
プラ（ＳＡ）を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

設置要求

155

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，ガ
ンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイ
メータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を可搬型重大事故
等対処設備として配備する。

設置要求

156

中央制御室放射線計測設備は，制御建屋内に必要数及び故障時バック
アップを複数箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

157

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に必要数及び故障時バックアップを複数
箇所に分散して保管し，位置的分散を図る設計とする。

機能要求①

158

中央制御室放射線計測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア
ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ
ラ（ＳＡ）は，中央制御室の実効線量が活動に支障がない範囲内にあ
ることを測定するために必要な台数を有する設計とする。
なお、中央制御室放射線計測設備のうち，可搬型ダストサンプラ（Ｓ
Ａ）については，必要数として１台，予備として故障時バックアップ
を１台の合計２台設ける設計とする。

機能要求①

159

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備のガン
マ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，使用済燃料の受入
れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動に支障がない範囲内に
あることを測定するために必要な台数を有する設計とする。
なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備
のうち，可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）については，必要数として１
台，予備として故障時バックアップを１台の合計２台設ける設計とす
る。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ―
可搬型酸素濃度計
可搬型二酸化炭素濃度計
可搬型窒素酸化物濃度計

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○
可搬型酸素濃度計
可搬型二酸化炭素濃度計
可搬型窒素酸化物濃度計

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―

ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA）
可搬型ダストモニタ（SA）

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○

ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA）
可搬型ダストモニタ（SA）

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―

ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA）
可搬型ダストモニタ（SA）

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○

ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA）
可搬型ダストモニタ（SA）

― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ―

ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA）
可搬型ダストモニタ（SA）

― ― ―

― ― ― ― ― ― ○

ガンマ線サーベイメータ（SA）
アルファ・ベータ線用サーベイメー
タ（SA）
可搬型ダストモニタ（SA）

― ― ― ―

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

Ⅵ-1-3-2-1　制御室の居住性に関
する説明書

【制御室放射線計測設備の機能に
関する基本方針】
制御室放射線計測設備の基本方針
（設備構成）について記載する。

【重大事故等対処設備の多様性，
位置的分散】
重大事故等対処設備の多様性，位
置的分散等について説明する。

【重大事故等対処設備の個数及び
容量】
重大事故等対処設備の個数及び容
量について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.1　多様性，位置的分散等
3.1.2　重大事故等対処設備

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-1　構内配置図
Ⅵ-2-4　機器配置図

Ⅵ-1-1-3　設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書
Ⅵ-1-1-3-3-2　制御室

Ⅵ-1-3-1-1　制御室の機能に関す
る説明書

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
基本設計方針 添付書類　構成

項目
番号

要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

160

中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室放射線計測設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

161

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室放射線計測設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

162

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室放射線計測
設備は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震
による損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわな
い設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室放射線計測設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

163

地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，「第１章　共通事項」の
「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計
とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室放射線計測設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

164

中央制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御
建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，
機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室放射線計測設備

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

165

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，内
部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発
生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室放射線計測設備

設計方針（悪影響防止）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

166

中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした
放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな
い位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室放射線計測設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

167

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，配
管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，
機能を損なわない設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室放射線計測設備

設計方針（環境条件等）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

168

中央制御室放射線計測設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観
点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室放射線計測設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

169

中央制御室放射線計測設備は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求 制御室（制御室）
　中央制御室放射線計測設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

170

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，再
処理施設の運転中又は停止中に外観点検，分解点検が可能な設計とす
る。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室放射線計測設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

171

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，外
観の確認が可能な設計とする。

設置要求 制御室（制御室）
　使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室放射線計測設備

設計方針（試験・検査
性） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検査性】
重大事故等対処設備の試験・検査性について説
明する。

【重大事故等対処設備の悪影響防止】
重大事故等対処設備の悪影響防止について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件等】
重大事故等対処設備の環境条件等について説明
する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施設，安全上重要
な施設及び重大事故等対処設備が使用される条
件化における健全性に関する説明書
3.　健全性の確保のための設計方針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第四十八条 制御室）

別紙２

基本設計方針
項目
番号

要求種別

160

中央制御室放射線計測設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき
る制御建屋に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

161

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，外
部からの衝撃による損傷を防止できる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。

設置要求

162

地震を要因として発生した場合に対処に用いる中央制御室放射線計測
設備は，「第１章　共通事項」の「３．自然現象」の「３．１　地震
による損傷の防止」に基づく設計とすることで，その機能を損なわな
い設計とする。

設置要求

163

地震を要因として発生した場合に対処に用いる使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，「第１章　共通事項」の
「３．自然現象」の「３．１　地震による損傷の防止」に基づく設計
とすることで，その機能を損なわない設計とする。

設置要求

164

中央制御室放射線計測設備は，内部発生飛散物の影響を考慮し，制御
建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，
機能を損なわない設計とする。

設置要求

165

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，内
部発生飛散物の影響を考慮し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の内部発
生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわ
ない設計とする。

設置要求

166

中央制御室放射線計測設備は，配管の全周破断に対して，漏えいした
放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな
い位置に保管することにより，機能を損なわない設計とする。

設置要求

167

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，配
管の全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体
（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない位置に保管することにより，
機能を損なわない設計とする。

設置要求

168

中央制御室放射線計測設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観
点検，分解点検が可能な設計とする。

設置要求

169

中央制御室放射線計測設備は，外観の確認が可能な設計とする。 設置要求

170

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，再
処理施設の運転中又は停止中に外観点検，分解点検が可能な設計とす
る。

設置要求

171

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室放射線計測設備は，外
観の確認が可能な設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 ― ― ― ―

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.4　操作性及び試験・検査性
3.4.2　重大事故等対処設備
（2）試験・検査性

【重大事故等対処設備の試験・検
査性】
重大事故等対処設備の試験・検査
性について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.2　悪影響防止
3.2.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の悪影響防
止】
重大事故等対処設備の悪影響防止
について説明する。

Ⅵ-1-1-4　安全機能を有する施
設，安全上重要な施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件化
における健全性に関する説明書
3. 健全性の確保のための設計方
針
3.3　環境条件等
3.3.2　重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の環境条件
等】
重大事故等対処設備の環境条件等
について説明する。

80



令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙３

基本設計方針の添付書類への展開

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙４ 

添付書類の発電炉との比較

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙５

補足説明すべき項目の抽出

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙６

変更前記載事項の

既工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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